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平
成
元
年
五
月
二
十

一
日
（
土
）
に
、
紀
の
国
会

館
で
平
成
元
年
度
和
歌
山
県
文
化
財
研
究
会
通
常
総

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

総
会
終
了
後
、
記
念
講
演
会
が
開
か
れ
、
講
師
と

し
て
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
長
の
鈴
木
嘉
吉
先
生

を
お
招
き
し
ま
し
た
。

先
生
は
文
化
庁
の
建
造
物
課
長
や
監
査
官
を
歴
任

し
、
昭
和
六
十
一
年
に
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
長

に
就
任
さ
れ
、
現
在
も
ご
活
躍
中
で
あ
り
ま
す
。

講
演
の
概
要
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。

本
日
は
「
平
城
京
の
発
掘
」
と
い
う
題
で
お
話
を

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
実
は
私
は
建
築
が
専
門
で
ご

ざ
い
ま
し
て
、
以
前
に
文
化
庁
の
建
造
物
課
に
い
た

時
に
は
、
現
在
和
歌
山
県
庁
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
道

成
寺
本
堂
の
修
理
と
か
、
前
に
や
っ
て
お
ら
れ
た
高

野
山
の
大
門
の
修
理
等
に
関
係
が
深
か
っ
た
の
で
ご

ざ
い
ま
す
。

最
近
は
建
築
よ
り
考
古
学
の
問
題
に
関
心
を
お
持

ち
の
方
が
多
い
の
で
、
本
日
は
そ
ち
ら
を
中
心
に
お

話
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
考
古
に
つ
い
て
関

心
が
裔
ま
っ
て
来
た
の
は
、
こ
こ
十
数
年
位
前
か
ら

す
ご
く
時
代
が
古
い
と
い

の
事
で
す
が
、
こ
れ
は
や
は
り
考
古
学
と
い
う
も
の

が
昔
と
違
っ
て
割
合
に
身
近
か
な
も
の
に
な

っ
た
た

め
と
思
わ
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
こ
の
あ
い
だ
中
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
騒

が
れ
て
い
た
佐
賀
県
の
吉
野
ケ
里
遺
跡
は
、
五
月
の

連
休
ま
で
公
開
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
間
、
見

学
に
来
ら
れ
た
方
は
百
万
人
に
達
し
た
と
聞
い
て
い

ま
す
。同

時
期
に
福
岡
で
は
ア
シ
ア
太
平
洋
博

「
よ
か
ト

ピ
ア
」
と
い
う
地
方
博
を
開
催
し
て
い
ま
し
た
が
、

福
岡
の
人
が
「
う
ち
へ
来
な
く
て
困
る
よ
。」
と
嘆
い

て
い
た
く
ら
い
で
、
あ
れ
な
ど
も
卑
弥
呼
と
言

い
ま

す
か
、
或
は
邪
馬
台
国
と
い
う
も
の
が
、
こ
ん
な
に

身
近
か
な
所
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
驚
き
で
関
心
が

集
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

す
こ
し
前
ま
で
は
歴
史
の
本
で
も
、

「
日
本
の
先

祖
は
高
天
が
原
か
ら
降
り
て
米
ら
れ
た
。
そ
の
高
天

が
原
は
何
処
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
高
千
穂
の
峯
の

上
の
方
に
あ
る
の
だ
。」
と
い
う
風
な
話
で
終

っ
て
し

ま
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
現
在
で
は
ひ

ょ

っ
と
す
る
と
、
こ
の
辺
に
卑
弥
呼
が
い
た
の
で
は
な

い
か
な
ど
と
、
日
本
の
国
の
始
ま
り
が
自
分
達
の
身

近
か
な
こ
と
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

藤
ノ
木
古
墳
な
ど
も
同
様
で
す
ね
。
今
丁
度
、
橿

原
考
古
学
研
究
所
附
属
博
物
館
で
出
土
品
の
展
示
会

を
開
催
し
て
い
ま
す
が
、
割
合
に
御
婦
人
方
の
見
学

が
多
い
の
で
す
。
面
白
い
こ
と
に
、
御
婦
人
の
見
学

者
は
腕
輪
と
か
首
輪
と
か
の
装
飾
品
を
一
生
懸
命
に

御
覧
に
な

っ
て
い
る
。

昔
は
古
墳
と
い
う
と
、
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う
感
じ
で
、
自
分
達
と
あ
ま
り
関
係
が
な
い
も
の
と

思

っ
て
い
た
の
で
す
が
、
藤
ノ
木
古
墳
の
展
示
品
を

見
て

「
昔
の
人
は
こ
ん
な
も
の
を
着
け
て
い
た
ん
だ

な
あ
。」
「
こ
れ
、
ち
ょ
っ

と
い
か
す
な
あ
。」
「
こ
れ
、

真
似
し
て
み
よ
う
か
。」
な
ど
と
話
合

っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
藤
ノ
木
古
墳
に
葬
ら
れ
て
い
る
人
と
い
う
の

は
、
恐
ら
く
そ
の
当
時
の
最
高
レ
ベ
ル
の
貴
族
の
人

で
あ

っ
た
わ
け
で
、
装
身
具
も
当
時
と
し
て
は
大
変

高
価
な
も
の
で
あ
り
、
日
本
で
作

っ
た
か
或
は
朝
鮮

半
島
の
国
で
作
ら
れ
た
も
の
を
持

っ
て
来
た
か
、
議

論
さ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
す
。

し
か
し
今
、
日
本
全
体
の
生
活
レ

ベ
ル
が
向
上
し

て
来
て
、
あ
れ
に
似
た
よ
う
な
も
の
を
作
ろ
う
と
か
、

あ
れ
に
近
い
も
の
を
身
に
着
け
て
見
よ
う
と
い
う
事

が
ご
く
日
常
的
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ

に
つ
れ
て
考
古
学
が
非
常
に
身
近
か
に
感
じ
ら
れ
、

ま
た
関
心
が
高
ま
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

゜
ヵ

考
古
学
者
の
方
も
難
し
い
理
論
は
理
論
と
し
て
、

昔
の
人
の
生
活
が
出
来
る
だ
け
生
々
と
し
た
形
で
わ

か
る
よ
う
に
発
表
し
て
お
ら
れ
て
、
そ
れ
が
皆
さ
ん

に
親
し
ま
れ
る
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

魏
志
倭
人
伝
と
い
う
中
国
の
古
い
本
の
中
に
「
卑
弥

呼
の
住
ん
で
い
る
所
は
厳
重
な
城
柵
を
巡
ら
し
て
、

内
部
に
は
宮
室
や
棲
観
を
設
け
て
い
る
。」
と
い
う
事

が
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
丁
度
私
が
吉
野
ケ

里
へ
行
っ
た
時
は
地
元
の
神
崎
町
で
お
祭
を
や
っ
て

い
ま
し
て
、
市
役
所
の
前
庭
に
物
見
櫓

（
棲
観
）
を

造
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
う
い
う
こ
と
を
す
ぐ
に
試
み
る
と
い
う
の
も
、

発
掘
し
た
成
果
を
出
来
る
だ
け
わ
か
り
易
く
、
ま
た

皆
さ
ん
の
身
近
か
な
問
題
と
し
て
受
け
と
め
て
い
た

だ
け
る
方
法
の

―
つ
で
、
我
々
も
努
力
を
し
て
い
る

状
況
で
す
。

実
は
先
月
か
ら
京
都
国
立
博
物
館
で
「
平
城
京
展
」

と
い
う
特
別
展
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
奈
良

国
立
文
化
財
研
究
所
が
平
城
宮
跡
の
発
掘
を
始
め
て

丁
度
三
十
年
に
な
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
記
念
す
る

形
で
展
覧
会
を
開
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
名
称
は
「
再
現
さ
れ
た
奈
良
の
都
」
と
名
づ

け
、
奈
良
時
代
の
都
の
本
当
の
姿
を
出
来
る
だ
け
ビ

ビ

ッ
ト
に
描
き
、
解
り
易
く
ご
理
解
い
た
だ
け
る
よ

う
工
夫
し
て
お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
平
城
京
に
つ
い
て
色
々
と
お
話
を
し
た

い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
な
る
と
大
変
な
こ
と
に
な

り
ま
す
の
で
、
今
日
は
プ
リ
ン
ト
を
一
枚
だ
け
用
意

し
て
米
ま
し
た
の
で
御
覧
く
だ
さ
い
。

御
承
知
の
よ
う
に
プ
リ
ン
ト
の
左
側
の
碁
盤
の
目

状
に
な

っ
て
い
る
の
が
平
城
京
で
す
。

碁
盤
目
状
の
都
市
と
い
う
の
は
、
こ
の
前
の
持
統

八
年
（
六
九
四
）
か
ら
都
と
な
っ
た
藤
原
京
が
始
め

て
で
、
次
に
和
鋼
三
年

（七

一0

)

に
平
城
京
に
移

っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

藤
原
京
と
い
う
の
は
僅
か
十
数
年
の
間
だ
け
で
、

恐
ら
く
中
央
集
権
の
政
治
制
度
が
急
速
に
整
え
ら
れ
、

都
に
住
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
役
人
の
数
も
増
加
し

た
た
め
、
狭
く
な

っ
て
新
し
い
都
が
必
要
に
な

っ
た

の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
こ
う
い
う
碁
盤
目
状
の
大
規
模
な
都

は
平
城
京
が
日
本
で
始
め
て
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
平
城
京
の
中
央
北
寄
り
に
あ
る
の
が
平
城
宮

で
、
都
を
南
北
に
貫
く
朱
雀
大
路
の
北
の
端
に
あ
り

ま
す
。

こ
こ
を
発
掘
し
て
三
十
年
に
な
り
ま
す
が
、
現
在

全
体
の
約
三
分
の

一
が
済
ん
だ
だ
け
で
、
あ
と
七
十

年
位
は
か
か
る
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

．奈
良
も
開
発
が
進
ん
で
最
近
、

町
の
各
地
を
発
掘
す

る
こ
と
が
増
え
て
来
ま
し
た
が
、

一
番
南
の
所
に
羅

城
門
が
あ
る
事
も
発
掘
に
よ

っ
て
解
り
ま
し
た
。
羅

城
門
は
平
城
京
の
正
面
の
入
口
で
、
羅
城
と
い
う
の

は
高
い
築
地
塀
の
こ
と
で
す
。

こ
の
碁
盤
目
状
の
都
市
は
中
国
の
都
の
造
り
方
を

学
ん
だ
も
の
で
す
。

中
国
で
は
だ
い
た
い
後
漢
ぐ
ら
い
に
は
碁
盤
目
状

の
都
市
が
出
来
上
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
ま
す
。

約
二
千
年
前
か
ら
こ
う

い
う
都
市
が
造
り
始
め
ら

れ
た
わ
け
で
す
。

中
国
の
都
市
の
一
番
の
特
徴
は
、
回
り
を
全
部
高

い
塀
で
囲
む
こ
と
で
、
土
塁
で
囲
ん
で
そ
の
中
の
も

の
を
守
る
と
い
う
全
体
が
お
城
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。

羅
城
門
を
掘

っ
て
見
ま
し
て
も
、
東
西
両
脇
に
三
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十
米
位
は
塀
の
跡
が
出
て
来
ま
し
た
。

高
い
士
塁
の
中
央
に
門
が
あ
り
、
い
か
に
も
城
門

ら
し
く
て
立
派
だ
な
あ
と
思
う
と
、
実
は
そ
こ
で
終

り
で
す
。
そ
こ
か
ら
先
は
つ
う
つ
う
に
な
っ
て
い
て

外
の
田
圃
と
都
市
の
中
は
連
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

日
本
は
都
市
と
田
舎
と
の
境
目
が
良
く
わ
か
ら
な

い
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
古
代
か
ら
ず
っ
と
続

い
て
い
る
わ
け
で
す
。

中
国
や
朝
鮮
だ
け
で
な
く
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
を
見
て
も

都
市
と
い
う
の
は
、
回
り
を
囲
っ
て
守
る
と
い
う
の

が
共
通
の
姿
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
日
本
の
場
合
に
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う

に
民
俗
間
の
争
い
が
少
な
く
平
和
で
あ

っ
た
た
め
に
、

城
柵
を
全
部
に
は
巡
ぐ
ら
さ
な
い
で
羅
城
門
の
脇
だ

け
格
好
を
つ
け
た
わ
け
で
、
こ
れ
は
日
本
の
都
城
の

大
き
な
特
色
で
す
。

そ
の
羅
城
門
の
所
で
外
国
の
使
節
を
お
迎
え
し
て
、

そ
こ
か
ら
朱
雀
大
路
を
真
直
ぐ
北
へ
三

・
八
粁
程
行

列
を
組
ん
で
歩
く
と
、
正
面
の
朱
雀
門
に
突
き
当
た

り
ま
す
。
こ
の
朱
雀
大
路
を
発
掘
し
ま
す
と
、
路
面

の
幅
が
七
十
米
も
あ
っ
て
、
そ
の
脇
に
五
米
づ
つ
の

堀
が
あ
る
の
で
、
全
体
で
八
十
米
の
大
き
な
道
な
の

で
す
。

現
在
の
大
阪
の
御
堂
筋
と
大
体
同
じ
位
の
広
さ
を

持

っ
て

い
ま
す
が
、
千
三
百
年
前
に
す
で
に
こ
う
い

う
道
が
造
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
当
時
の
都
市

計
画
の
雄
大
さ
が
お
わ
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
朱
雀
大
路
を
さ
ら
に
詳
し
く
発
掘
し
て
み
ま

す
と
、
真
中
の
所
に
古
い
道
が
出
て
来
ま
し
た
。
そ

れ
は
ち
ょ

っ
と
狭
い
道
で
あ
り
ま
す
が
、
「
下
つ
道
」

と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。

昔
、
奈
良
盆
地
に
は
「
上
つ
道
」
「
中
つ
道
」
「
下

つ
道
」
の
三
本
の
幹
線
道
路
が
南
北
に
通
っ
て
い
ま

し
た
が
、
そ
の
「
下
つ
道
」
の
跡
が
こ
の
朱
雀
大
路

の
丁
度
真
中
の
所
に
出
て
来
ま
し
た
。

そ
う
し
ま
す
と
平
城
京
は
こ
の
「
下
つ
道
」
を
中

軸
に
し
て
、
そ
れ
を
朱
雀
大
路
と
し
て
広
げ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し

て
東
側
は
左
京
、
西
側
を

右
京
と
し
て
分
け
、
こ
の
よ
う
な
都
市
を
造
っ
た
の

だ
と
い
う
事
が
発
掘
調
査
の
結
果
わ
か
っ
て
来
た
の

で
す
。

碁
盤
目
状
に
区
切
ら
れ
た
町
の
な
か
は
、
寺
院
や

住
宅
地
に
割
り
あ
て
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
図
(

5

頁）

の
中
に
黒
い
点
が
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
黒
い

点
の
右
の
方
に
書
い
て
い
る
図
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位

に
応
じ
て
割
り
当
て
ら
れ
た
宅
地
の
大
き
さ
を
示
し

て
い
ま
す
。

羅
城
門
か
ら
入

っ
た
す
ぐ
両
脇
の
所
、
即
ち
八
條

の
東
西
に
黒
く
塗
っ
た
所
が
東
の
市
と
西
の
市
で
す
。

平
城
京
の
中
に
は
東
西
に
市
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
物

を
交
換
し
た
り
売
買
を
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

市
と
か
寺
と
か
を
中
軸
に
し
て
役
人
や
庶
民
の
住

居
が
建
ち
並
ん
で
い
た
の
が
平
城
京
の
姿
な
の
で
す
。

こ
の
都
は
和
銅
三
年
（
七

一0
)

か
ら
延
暦
三
年

（
七
八
四
）
ま
で
の
七
十
五
年
間
続
き
ま
し
た
。

都
が
京
都
へ
移
っ
て
か
ら
は
全
く
農
村
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
関
係
で
、
お
寺
の
所
だ
け
は
割
合
に
後
ま

で
残
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
残
り
は
殆
ん
ど
水
田

と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
む
し
ろ
よ
く

遺
跡
が
残
っ
て
い
て
、
発
掘
す
る
と
新
し
い
こ
と
が

続
々
と
わ
か
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

当
時
平
城
京
に
は
十
五
万
前
後
の
人
が
住
ん
で
い

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
殆
ん
ど
が
役
人

と
そ
れ
に
仕
え
る
者
、
そ
れ
か
ら
寺
の
僧
侶
な
ど
で

し
た
。

全
く
新
し
く
で
き
た
政
治
都
市
で
す
か
ら
生
産
者

と
い
う
の
は
政
府
に
必
要
な
ご
く
一
部
の
手
工
業
者

が
集
め
ら
れ
た
程
度
で
、
あ
と
は
消
費
者
ば
か
り
の

人
工
的
都
市
で
あ
り
ま
す
。

先
程
も
、
羅
城
門
の
所
か
ら
外
国
の
使
節
を
迎
え
、

朱
雀
門
ま
で
歩
い
て
行
く
と
申
し
ま
し
た
が
、
こ
の

朱
雀
門
の
前
で
閲
兵
式
み
た
い
な
こ
と
を
や
り
、
こ

こ
か
ら
平
城
宮
の
中
へ
入
っ
て
行
き
ま
す
。

平
城
宮
の
中
に
は
大
極
殿
と
か
朝
堂
院
と
い

っ
た

儀
式
の
場
を
は
じ
め
多
く
の
役
所
が
あ
り
、

今
の
東

京
で
申
し
ま
す
と
宮
城
と
霞
が
関
の
官
庁
街
を

一
緒

に
し
た
よ
う
な
も
の
と
思
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
ろ

し
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
所
へ
外
国
の
使
節
を
迎
え
て
八
十
米
も

あ
る
広
い
道
を
三
・
八
粁
も
行
進
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
外
国
の
使
節
に
「
こ
れ
だ
け
立
派
な
都
が
あ
る

の
な
ら
日
本
も
大
し
た
も
の
だ
な
あ
。」
と
日
本
の
国

カ
の
充
実
さ
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
が
一
番

の
目
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
当
時
、
平
城
京
の
中

に
は
高
い
塔
を
も
つ
寺
が
あ
ち
こ
ち
に
建
ち
並
び
、

塔
の
数
は
二
十
五
か
ら
三
十
も
あ
り
ま
し
た
。

私
達
は
今
日
高
層
建
築
を
見
る
と
都
会
に
来
た
な

あ
と
感
じ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
と
同
じ
事
で
当
時

の
お
寺
の
塔
は
、
現
在
の
超
高
層
ビ
ル
の
よ
う
な
も

の
で
し
た
。
項
上
に
は
金
き
ら
金
に
薙
く
相
輪
を
あ

-3-
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平城 京 復原模型 （北より）

整然とした町割の中央 を朱雀大路が南北に貰く 。

げ
た
高
く
美
し
い
塔
が
二
十
幾
つ
も
見
え
て
い
る
所

ヘ
外
国
の
使
節
が
入

っ
て
来
る
と
、
や
は
り
日
本
の

国
力
の
見
直
し
に
つ
な
が
る
わ
け
で
、
古
代
都
市
と

い
う
の
は
政
治
の
―
つ
の
仕
掛
け
の
舞
台
で
あ
る
と

も
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

奈
良
時
代
で
最
も
栄
え
た
の
は
聖
武
天
皇
の
頃
で

す
が
、
神
亀
元
年

（
七
二
四
）
に
即
位
さ
れ
た
そ
の

年
の
秋
に
「
こ

の
平
城
京
の
中
で
五
位
以
上
の
上
級

役
人
、
或
は
財
力
の
あ
る
人
は
で
き
る
だ
け
瓦
葺
き

の
家
を
造
れ
、
そ
し
て
赤
や
白
に
塗
っ
て
立
派
に
見

せ
ろ
。
」
と
い
う
太
政
官
の
布
告
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

別
に
ま
た
、
帝
都
と
い
う
の
は
帝
王
が
住
ん
で
い

る
所
で
あ
る
か
ら
「
壮
麗
に
あ
ら
ず
ん
ば
何
を
も

っ

て
か
徳
を
表
わ
さ
ん
。」
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。

帝
王
の
威
力
を
示
す
た
め
に
は
そ
れ
が

一
番
だ
と

言
う
意
味
で
す
。

平
城
京
と
い
う
の
は
今
考
え
る
蒋
通
の
都
市
と
は

大
分
違
っ
て
い
て
、
全
体
が
政
治
的
な
意
図
を
強
く

打
ち
出
し
た
場
で
あ

っ
た
の
で
す
。

そ
こ
に
は
こ
の
図
(

4

頁
）
に
も
書
い
て
い
る
と

お
り
、

三
位
以
上
と
か
、
四
、
五
位
な
ど
の
住
宅
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
役
人
が
そ
の
身
分
に
応
じ
て

分
け
与
え
ら
れ
た
も
の
で
、
例
え
ば
三
位
以
上
の
人

は
、
四
町
（
六
七
、

0
0
0平
方
米
）
の
宅
地
を
与

え
ら
れ
ま
し
た
。

右
大
臣

・
左
大
臣
と
か
大
納
言
・
中
納
言
と
い
っ

た
人
達
が
こ
れ
に
当
り
ま
す
。

新
聞
や
テ
レ
ビ
で
も
報
道
さ
れ
ま
し
た
が
、

最
近

発
掘
さ
れ
た
長
屋
王
の
邸
宅
も
四
町
歩
の
広
さ
を
持

っ
て
ま
し
た
。
そ
の
次
の
四
、
五
位
は
各
省
の
長
官

- 6 -



下

心

方1町の敷地をもつ貴族の住宅（東より）

東側の大路に門を開き、東西 2棟の主屋が並ぶ。

級役 人 や 庶民 の 住宅

1/8町、1/16町、 ]/32町の宅地が混在し、
1~2棟の附属家および井戸がある。

- 7 -

それぞれに主屋と



左京三条二坊の宮跡庭園（東より）

曲水の妻が行われた園池にのぞんで立派な建物が建つ。

長屋親王宮と書かれた木簡

飽（あわび）を献上した荷札で、天皇への

進上と同じ大贄の節が使われている。

- 8 -

長屋王邸跡出土の墨書土器

猿の顔が生々と画かれる 。猿の絵として

はこれが日本最古。



や
次
官
の
人
達
で
、
大
体
五
位
以
上
が
当
時
の
高
級

役
人
で
し
た
。
こ
れ
ら
五
位
以
上
の
役
人
は
平
城
京

に
は
百
人
位
住
ん
で
お
り
、
地
方
の
国
司

（国
の
長

官
）
に
な
っ
て
い
る
人
が
五
十
人
位
あ
っ
て
、

日
本

全
体
で
百
五
十
人
位
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
あ
る
図

(

4

頁
）
は
実
際
に
発
掘
し
た
宅

地
内
の
建
物
の
配
置
図
で
、
一
番
上
の
四
町
の
所
は

長
屋
王
の
邸
宅
跡
で
す
。
そ
の
下
は
約
百
米
東
の
方

の
現
在
奈
良
市
役
所
の
建
っ
て
い
る
所
で
、
こ
こ
で

は
方

―
町
の
貴
族
住
宅
が
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
下
の
位
へ
い
く
と
段
々
と
小
さ
く
な
り
、

七
、
八
位
は
ー
＿
16
町
（
一、

0
0
0平
方
米

）‘
l
-
3
2
町

（五

0
0平
方
米
）
は
下
級
役
人
や
庶
民
の
住
宅
と

思
わ
れ
ま
す
。

図
(

4

頁
）
の

一
番
下
の
l-64
町
（二
五

0
平
方
米
）

は
、
現
在
京
都
の
町
屋
な
ど
に
見
ら
れ
る
”
鰻
の
寝

床
＂
式
宅
地
で
、
細
分
の
結
果
こ
こ
ま
で
ゆ
く
わ
け

で
す
が
、
未
だ
平
城
京
で
は
発
掘
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

発
掘
で
は
こ
の
よ
う
に
宅
地
や
建
物
の
状
況
だ
け

で
な
く
、
そ
こ
で
暮
ら
し
た
人
達
の
生
活
の
様
子
が
、

木
簡
や
土
器
な
ど
多
数
の
建
物
か
ら
明
ら
か
に
な
っ

て
来
ま
し
た
。

長
屋
王
邸
宅
跡
か
ら
は
二
、

三
日
前
に
も
一
万
点

近
く
の
木
簡
が
発
掘
さ
れ
た
の
で
、
合
計
で
五
万
点

位
出
て
米
た
事
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
木
簡
を

整
理
解
読
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
い
ろ
い
ろ
と
面
臼
い

事
が
わ
か

っ
て
き
ま
し
た
。

例
え
ば
鶴
や
犬
を
飼

っ
て

い
た
と
か
、
牛
乳
を
飲

ん
で

い
た
な
ど
、
当
時
の
貴
族
の
生
活
の
具
体
的
な

様
子
が
わ
か
り
ま
す
。

甘
～

．
よ

臼

円
，↑9

7

：
ー

長
屋
王
ぐ
ら
い
の
人
は
現
在
の
お
金
に
換
算
し
ま

す
と
年
収
約
二
億
円
程
度
、
八
位
の
人
は
約
三
百
万

円
程
度
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

図
(

5

頁
）
の
よ
う
に
長
屋
王
の
邸
宅
は
平
城
宮

の
東
南
に
接
す
る
地
理
的
に
も
非
常
に
良
い
所
に
位

置
し
て
い
ま
し
た
。
平
城
宮
の
真
ぐ
東
に
黒
く
塗

っ

て
あ
る
所
は
法
華
寺
で
す
が
、
こ
れ
は
本
来
藤
原
不

比
等
の
屋
敷
跡
で
、
そ
の
娘
の
光
明
皇
后
が
相
続
し
、

の
ち
に
寺
に
し
た
も
の
で
す
。

こ
う
い
う
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
邸
宅
は
平
城
宮
を
取

り
巻
く
中
心
部
分
に
多
く
集
ま
っ
て
い
る
事
も
発
掘

の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
に
比
べ
て
七
、
八
位
や
そ
れ
以
下
の
役
人
の

宅
地
は
京
の
北
の
方
か
ら
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
大
体

下
級
の
役
人
の
宅
地
は
平
城
宮
か
ら
遠
く
離
れ
た
京

内
で
も
南
の
方
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

当
時
の
役
人
の
勤
務
と
い
う
の
は
、
朝
、
日
の
出

と
同
時
に
平
城
宮
の
き
め
ら
れ
た
門
を
く
ぐ
る

こ
と

か
ら
始
ま
る
わ
け
で
す
が
、
貴
族
た
ち
は
宮
の
近
く

で
便
利
な
の
に
、
下
級
の
役
人
は
三

1
四
粁
も
離
れ

た
遠
い
所
に
住
ん
で
い
る
た
め
、
朝
暗
い
中
に
家
を

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
当
時
の
役
人
は
日
の
出
と
共
に
入
門
し
、
勤

務
は
基
本
的
に
は
午
前
中
だ
け
で
、
午
後
は
自
分
の

家
の
仕
事
や
畑
仕
事
な
ど
を
や

っ
て
い
た
の
で
す
。

次
に
木
簡
の
話
を
し
ま
す
と
、
木
簡
に
は
色
々
の

こ
と
が
書
か
れ
て
い
て
、
例
え
ば
役
人
の
勤
務
評
定

の
木
簡
が
た
く
さ
ん
出
士
し
て
い
ま
す
。

み

長屋王邸跡出土の木簡

右より 2 山背薗司進上大根四束 （裏和銅7年）
やましろのそののつかさ ［］口~こト

3 牛乳持参人米 7合 5タ
5・6鋳物所、犬司

ヶ

ヶ

-9-



下
級
の
役
人
は
三
年
間
で
何
日
出
勤
し
た
が
、
そ

の
勤
務
成
績
は
上
あ
る
い
は
中
な
ど
と
評
定
さ
れ
て

木
札
に
書
き
、
横
か
ら
穴
を
開
け
て
、
ず
ら
り
と
並

べ
て
お
い
、
た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
四
、
五
年
毎
に
成

績
の
良
い
者
は
上
の
位
に
あ
が
る
と
い
う
風
な
こ
と

を
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
地
方
の
物
産
を
都
へ
送
っ
て
来
た
時
に
、
品

物
の
荷
札
と
し
た
木
簡
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
当
時
の
地
方
の
名
産
品
な
ど
が
わ
か
る
わ

け
で
す
が
、
和
歌
山
の
分
を
あ
と
で
申
し
ま
す
。

長
屋
王
邸
跡
で
は
牛
乳
を
持
っ
て
米
た
者
に
は
、

米
七
合
五
勺
を
与
え
る
と
い
う
風
な
こ
と
を
書
い
た

木
簡
が
出
て
い
ま
す
。

か

I
そ

宮
内
の
木
簡
で
生
蘇
と
い
う
牛
乳
品
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
チ
ー
ズ
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

こ
の
前
、
私
の
研
究
所
の
飛
鳥
資
料
館
で
「
万
葉

の
衣
食
住
」
と
い
う
展
覧
会
を
開
い
た
時
に
、
当
時

の
生
蘇
を
復
元
し
て
み
よ
う
と
い
う
事
で
、
チ
ー
ズ

状
の
も
の
を
作

っ
て
入
館
者
に
食
べ
て
項
き
ま
し
た
。

研
究
員
の
話
に
よ
る
と
牛
乳
を
五
時
間
位
と
ろ
火
で

炊
き
、
掻
き
回
し
て
い
る
と
チ
ー
ズ
が
出
来
る
そ
う

で
あ
り
ま
す
。
人
件
費
を
考
え
る
と
一
か
た
ま
り
で

一
万
円
位
に
も
つ
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し

と
に
か
く
奈
良
時
代
か
ら
牛
乳
が
飲
ま
れ
て
い
た
こ

と
が
、
今
回
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
長
屋
王
邸
か
ら
は
天
理
の
近
く
の
都
祁
に

氷
室
を
持

っ
て

い
た
木
簡
が
出
土
し
ま
し
た
。

冬
の
間
に
出
来
た
天
然
の
氷
を
蓄
え
て
置
い
て
、

夏
に
出
し
て
使
う
と
い
う
方
法
で
す
。

記
録
で
は
天
皇
の
た
め
の
氷
室
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
度
長
屋
王
家
に

も
氷
室
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
新
聞
な
ど
で
は
面
臼

お
か
し
く
「
当
時
の
高
級
貴
族
は
夏
に
は
オ
ン
ザ
ロ

ッ
ク
を
飲
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
。
」
な
ど
と
書
い

た
り
し
ま
し
た
。

ま
た
長
屋
王
邸
に
は
犬
司
と
い
う
職
が
あ
っ
て
犬

を
飼
っ
て
い
た
事
も
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。

長
屋
王
邸
の
木
簡
と
い
う
の
は
大
体
和
銅
か
ら
神

亀
頃
の
も
の
で
、
こ
の
頃
が
長
屋
王
の
最
盛
期
で
し

た。
最
近
に
な
っ
て
鼠
を
献
上
し
た
と
い
う
珍
し
い
木

簡
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
の
外
に
も
馬
肉
を
献
上
し

た
と
い
う
木
簡
が
出
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
恐
ら

＜
鷹
狩
り
に
用
い
た
鷹
の
餌
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
木
簡
と
い
う
の
は
日
本

書
紀
と
か
続
日
本
記
の
よ
う
な
公
式
の
記
録
に
は
ほ

と
ん
ど
現
わ
れ
な
い
日
常
生
活
が
わ
か
る
史
料
を
提

供
し
て
く
れ
る
の
で
、
地
下
の
正
倉
院
文
書
と
も
い

わ
れ
ま
す
。

最
後
に
和
歌
山
県
に
関
連
し
た
木
簡
の
話
を
若
干

し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

現
在
ま
で
平
城
京
の
中
で
和
歌
山
に
関
係
の
あ
る

木
簡
は
三
十
点
位
出
土
し
て
い
ま
す
。

紀
伊
国
の
関
係
で
一
番
古
い
も
の
は
霊
亀
三
年
（

七
一
七
）
、
一
番
新
し
い
も
の
は
延
暦
元
年
（
七
八
―
-)

の
も
の
で
約
七
十
年
間
に
わ
た
る
木
簡
が
出
て
い
ま

す
。そ

の
中
か
ら
二
、
三
の
例
を
申
し
あ
げ
ま
す
と
、

紀
伊
日
高
郡
財
部
郷
か
ら
矢
田
部
益
占
と
い
う
人
の

調
と
し
て
塩
二
斗
を
天
平
宝
字
五
年
（
七
六

一）

に

平
城
京
へ
送
っ
た
木
簡
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
有

田
郡
で
は
吉
備
郷
の
米
六
斗
、
播
陀
郷
は
塩
三
斗
な

ど
が
あ
り
、
有
田
郡
の
も
の
は
塩
と
米
が
主
で
あ
り

ま
す
。ま

た
海
部
郡
加
太
郷
は
天
平
か
ら
神
護
景
雲
に
か

け
て
の
も
の
が
五
点
ほ
ど
出
て
い
ま
す
が
、
塩
が
大

部
分
で
す
。
次
に
牟
婁
郡
の
も
の
が
四
点
ほ
ど
あ
り

に
え

ま
し
て
贄
と
い
っ
て
天
皇
の
食
料
で
す
が
、
現
在
の

宮
内
庁
御
用
達
と
い
う
と
こ
ろ
で
し

ょ
う
。

牟
婁
郡
は
磯
鯛
・
さ
ざ
え
な
ど
を
贄
と
し
て
献
上

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
那
賀
郡
荒
川
郷
の
も
の
は

酒
米
六
斗
、
伊
都
郡
の
も
の
は
庸
米
六
斗
な
ど
が
あ

り
ま
す
。

和
歌
山
の
主
な
物
産
は
塩
と
米
で
、
そ
れ
に
加
え

て
特
別
な
名
産
品
と
し
て
磯
鯛
・
さ
ざ
え
な
ど
が
平

城
京
へ
運
ば
れ
て
い
た
事
が
わ
か
り
ま
す
。
鯛
や
さ

ざ
え
は
恐
ら
く
塩
漬
け
に
し
て
送
ら
れ
た
の
で
し

ょ

゜

二

つ

話
は
こ
れ
位
に
し
て
後
は
ス
ラ
イ
ド
を
写
し
な
が

ら
説
明
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

こ
れ
で
ス
ラ
イ
ド
は
終
り
で
す
。
多
分
皆
さ
ん
が

想
像
さ
れ
て
い
た
都
と
ち

ょ
っ
と
イ
メ
ー
ジ
が
違
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
が
当
時

の
都
の
姿
で
あ
り
ま
す
。

本
日
は
取
り
と
め
の
な
い
お
話
を
申
し
あ
げ
ま
し

た
が
、
平
城
京
と
い
う
都
市
の
様
子
や
そ
こ
に
住
ん

で
い
た
人
達
の
生
活
が
発
掘
で
だ
ん
だ
ん
と
わ
か
り

つ
つ
あ
る
状
況
が
御
理
解
い
た
だ
け
た
か
と
思
い
ま

す
。
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そ
の
研
究
発
表
の

一
部
を
次
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

--l _1 

の ヘ 規月明 つ伊阿足
話 ツ 模大治 いの 望利 演

ツ 水 二 て大将
イ 害十 崎退 軍
サ と ニ へ去の
ン そ年 L 、靡 題
L- の八 に 紀

山 木姦 松

本 原 江
発

ヘ御高 ヘ田 康 ヘド繁
表

坊 辺 津 者
市ヽ照 市宏 町 廣

一

昭
和
六
十
三
年
度
の
文
化
財
研
究
発
表
会
が
平
成

元
年
二
月
二
十
六
日

（日
）に
、
県
民
文
化
会
館
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

本
年
度
は
次
の
方
々
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

◎
発
表
者
と
演
題

室
町
幕
府
の
初
代
将
軍
足
利
尊
氏
の
後
裔
で
、

＋

一
代
将
軍
義
澄
の
次
男
で
あ
る
義
維
が
天
文
三
年

（
一
五
三
四
）
阿
波
公
方
と
し
て
阿
波
の
国
平
島
荘

（
徳
島
県
那
賀
郡
那
賀
川
町
平
島
）
に
永
住
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。

更
に
下

っ
て
、
文
化
二
年
(
-
八

0
五
）
阿
波
公

方
九
代
の
義
根
が
京
都
へ
退
去
す
る
ま
で
二
七

0
年

間
の
長
き
に
わ
た
っ
て
こ
こ
で
過
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
間
に
初
代
公
方
義
維
の
長
男
義
栄
が
上
洛
し
て
永

禄
十
一
年
(
-
五
六
八
）
十
四
代
将
軍
と
な
っ
た
が

織
田
信
長
に
敗
れ
て
阿
波
で
病
死
し
た
。
そ
の
後
、

江
戸
時
代
と
な
る
や
阿
波
藩
主
と
し
て
入
国
し
た
蜂

須
賀
氏
の
圧
迫
を
う
け
、
姓
も
「
平
島
」
と
改
め
さ

せ
ら
れ
た
。
そ
の
後
八
代
公
方
義
宣
の
時
に
は
、
京

は

じ

め

に 松

江

繁

廣

「
足
利
将
軍
の
末
裔
阿
波

を
退
去
、
紀
伊
の
大
崎

へ
」
に
つ
い
て

一
、
歴
代
足
利
将
軍
の
概
要

都
か
ら
名
儒
島
津
華
山
を
招
い
て
儒
学

・
漢
詩
の
講

義
を
受
け
て
お
り
、
九
代
公
方
も
と
も
に
師
事
し
、

栖
童
閣
詩
集
に
多
く
の
漢
詩
の
秀
作
を
残
し

て
い
る
。

義
根
は
、
他
に
も
京
都
か
ら
多
数
の
儒
者
を
招
い
て

阿
波
の
国
南
方
地
域
に
漢
文
学
の
振
興
を
行

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
民
心
を
つ
か
み
、
且
つ
文
学
の
振

興
を
遂
げ
た
義
根
が
主
従
二
七

0
余
名
と
共
に
船
に

分
乗
し
て
阿
波
の
困
を
す
て
る
こ
と
と
な

っ
た
の
は

な
ぜ
か
、
そ
し
て
紀
州
大
崎
へ
何
の
た
め
に
入
港
す

る
こ
と
と
な

っ
た
の
か
。
そ
こ
で
の
日
々
は
ど
う
で

あ
っ
た
の
か
。
再
び
大
崎
港
を
後
に
し
た
そ
の
後
の

消
息
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。
こ
の
間
の
事
情
を
主
と

し
て
現
在
も
足
利
氏
末
裔
に
保
存
さ
れ
て
い

る
当
時

の
日
誌
に
よ

っ
て
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
こ
の
記
事
は
、
去
る
昭
和
六
十
三
年
六
月

徳
島
県
那
賀
川
町
資
料
館
を
訪
れ
、
同
町
教
育
長
等

関
係
者
の
説
明
を
聞
き
、
関
係
資
料
を
視
察
す
る
と

共
に
、
日
誌
の
写
し
を

い
た
だ
き
、
か
つ
郷
士
史
家

中
島
源
氏
の
研
究
資
料
を
も
拝
見
し
、
併
せ
て
和
歌

山
の
関
係
地
域
関
係
者
に
つ
い
て
も
聞
き
取
り
調
査

を
行
っ
た
結
果
を
総
合
発
表
し
た
も
の
で
情
報
並
び

に
資
料
の
提
供
を
項
い
た
関
係
各
位
に
深
く
感
謝
の

意
を
捧
げ
た
い

。

話
の
視
点
は
阿
波
公
方
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
を

明
ら
か
に
す
る
意
味
に
お
い
て
、
歴
代
足
利
将
軍
の

系
図
を
掲
載
し
て
阿
波
公
方
誕
生
ま
で
の
若
干
の
説

明
を
行
う
。

（
説
明
は
、
口
頭
に
よ
る
一
般
的
な
も

の
で
あ
る
た
め
略
す
。
）
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二

、

阿

波

公

方

の

誕

生

管

領

細

川

政

元

は

、

十

代

将

軍

義

植

を

追

放

し

、

義

澄

を

十

一

代

将

軍

に

立

て

自

ら

管

領

と

な

っ

た

。

義

澄

の

妻

は

、

阿

波

の

守

護

細

川

成

之

の

娘

青

雲

院

で

、

日

野

家

か

ら

迎

え

た

新

妻

と

の

折

合

は

、

良

く

は

な

か

っ

た

。

義

澄

は

、

細

川

高

国

に

攻

め

ら

れ

、

新

妻

と

共

に

近

江

に

走

っ

た

た

め

、

十

代

義

植

は

京

都

に

入

洛

し

て

再

び

将

軍

職

に

つ

き

、

十

一

代

義

澄

は

将

軍

職

を

解

か

れ

た

。

義

澄

が

近

江

に

逃

れ

た

翌

年

、

京

都

に

残

さ

れ

た

先

妻

清

雲

院

に

子

供

が

生

れ

た

。

後

に

阿

波

公

方

と

な

る

義

維

で

あ

る

。

近

江

に

逃

れ

た

新

妻

に

も

子

供

が

生

れ

た

。

後

の

十

二

代

将

軍

と

な

る

義

晴

で

あ

る

。

義

澄

は

近

江

の

陣

中

で

死

尊 ①

氏

資

料

（関
東
管
領

ー

基

氏

②

③
 

—
ー
—
義
詮
ー
義
満

ー
ー
直
冬

室

町

幕

府

将

軍

系

図

亡

し

、

義

稽

が

将

軍

と

し

て

室

町

幕

府

の

館

に

帰

る

と

義

維

母

子

は

義

稽

を

訪

れ

た

。

義

梢

は

、

嫡

子

が

な

く

、

こ

の

母

子

を

自

分

の

館

に

住

ま

わ

せ

、

義

維

を

養

子

と

定

め

、

将

軍

の

後

継

者

と

し

て

の

学

を

治

め

さ

せ

た

。

義

植

は

、

細

川

高

国

に

擁

さ

れ

て

将

軍

と

は

な

っ

た

が

次

第

に

専

横

の

行

い

が

高

ま

っ

た

高

固

を

き

ら

い

、

養

子

義

維

と

共

に

都

を

逃

れ

て

淡

路

に

渡

り

、

一

時

足

利

家

天

童

寺

の

荘

園

で

あ

っ

た

沼

島

に

か

く

れ

、

義

稽

は

そ

の

後

阿

波

の

撫

養

で

死

亡

、

義

維

は

や

が

て

母

の

里

で

あ

る

阿

波

の

守

護

細

川

持

隆

に

引

き

と

ら

れ

、

将

軍

職

を

継

ぐ

日

を

願

望

し

て

い

た

。

一

方

、

細

川

高

国

は

、

義

植

、

義

維

に

逃

亡

さ

れ

た

た

め

、

十

一

代

将

軍

義

澄

の

子

で

義

維

の

義

弟

、

ー

政

⑥
 

義
教
|

|
_

~

⑭
 

ー

義

視

1

義

植

⑧
 

ー
—
義
政

⑬
 

義

輝

知

』

口

]

:

」

[

]

義

助

|
 

④

⑤

 

義

持

義

量

⑦
 

l

—
義
勝

⑨
 

—
義
尚

r

./
 

り

．5

i
'2
^tK
各
し
に

つ
い
1

”
"
1
”
1
1
"
"
 

o -=----紀末
、 ・ _._ 

ー '- - - - -

・rik崎冬---
I I：心邑

文
伐
研
兌
を
K
A

埜
示
煙

義

晴

を

迎

え

て

十

二

代

将

軍

と

し

た

。

こ

の

時

義

晴

十

オ

で

あ

っ

た

。

や

が

て

、

義

維

は

、

京

都

に

攻

め

登

る

た

め

、

京

都

、

近

畿

の

情

勢

を

さ

ぐ

る

べ

く

船

を

和

歌

山

に

入

港

さ

せ

て

、

一

時

紀

の

川

口

の

海

善

寺

に

滞

在

し

た

こ

と

が

あ

る

。

義

維

は

、

幾

回

か

上

洛

を

試

み

た

が

終

に

果

た

さ

ず

阿

波

平

島

荘

に

居

を

定

め

た

。

阿

波

の

守

護

、

細

川

持

隆

は

、

御

馬

の

飼

料

と

い

う

名

目

で

平

島

十

ニ

ケ

村

と

山

部

四

ケ

村

を

加

え

計

一

六

ケ

村

と

知

行

三

千

貫

を

お

く

っ

た

。

阿

波

公

方

（

（

平

島

公

方

）

の

誕

生

で

あ

る

。
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家
政
阿
波
藩
主
と
な
る
や
平
島
に
阿
波
公
方
を
訪

れ
た
。
「
こ
の
た
び
、
阿
波
の
藩
主
に
封
ぜ
ら
れ
た

の
で
、
今
後
ご
協
力
願
い
た
い
」
と
の
丁
重
な
挨
拶

が
あ
っ
た
。

二
代
公
方
義
助
は
答
礼
の
た
め
、
公
方

家
の
格
式
に
よ
り
礼
装
を
整
え
輿
を
か
つ
が
せ
、
供

侍
と
人
足
を
従
え
、
堂
々
と
隊
伍
を
組
み
一
宮
城
に

資

料

|-
宗 7

員

宗 8

英

仕
候
し
て
家
政
に
答
礼
を
行
っ
た
。
そ
の
折
、
家
政

か
ら
「
阿
波
の
国
の
従
米
の
侍
の
知
行
は
、
す
べ
て

藩
主
蜂
須
賀
へ
返
し
て
も
ら
う
こ
と
と
な
っ
た
。
従

っ
て
公
方
家
の
知
行
に
つ
い
て
も
一
応
阿
波
藩
に
預

り
お
く
が
い
ず
れ
後
日
決
定
の
上
通
知
す
る
」
と
言

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
初
代
義
維
以
来
の

0

1

 

1

1

 

，
 

|
—
宗
鎮
至
央
重
喜

治12

昭

正
勝

家 l

政

至 2

鎮

忠 3

英

光 4

隆

綱 5

道

lJ 

3
 

ー斎

昌

6
 

綱

矩

阿

波

藩

主

系

図

⑭
 

義

栄

ロ

助

ロ義宜
義 9

根

義10

俊

義 11

孝

義 12

廉

進 13

悟

義 l

維
2
 

3
 

ー

義

種

三
、
阿
波
藩
主
と
阿
波
公
方
（
平
島
公
方
）

（

蜂
須
賀
公
阿
波
藩
主
と
な
る
。

天
正
十
三
年
(
-
五
八
五
）
豊
臣
秀
吉
は
、
根
来

・
雑
賀

一
揆
を
平
定
し
、
四
国
攻
め
（
長
曽
我
部
元

親
攻
略
）
の
た
め
、
弟
、
羽
柴
秀
長
を
主
将
と
し
、

蜂
須
賀
正
勝
、
浮
田
秀
家
を
副
将
と
し
て
四
国
に
上

阿

波

公

方

系

図

義 4

次

義 5

量

義 6

辰

義 7

武

陸
せ
し
め
た
。
長
曽
我
部
元
親
、
戦
利
あ
ら
ず
和
儀

を
申
し
入
れ
四
国
攻
め
は
終
っ
た
。
元
親
は
、
土
佐

一
国
を
与
え
ら
れ
土
佐
へ
引
揚
げ
た
。
四
国
平
定
の

功
に
よ
り
播
磨
龍
野
の
領
主
蜂
須
賀
正
勝
の
長
子
家

政
に
阿
波

一
国
（
石
高
一
七
万
五
、
七

0
0石
余
）

が
与
え
ら
れ
阿
波
藩
主
の
入
国
と
な
っ
た
。

□
阿
波
藩
主
と
阿
波
公
方

知
行
地
は
残
ら
ず
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

こ
の
措
置
は
、
阿
波
武
士
と
土
豪
の
扱
頭
を
制
す
る

強
行
手
段
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
阿
波
藩
か
ら
二
代
公

方
義
助
に
対
し
、
「
古
津
の
屋
敷
廻
り
の
土
地
と
茶

湯
料
と
し
て
百
石
を
給
す
」
と
の
き
び
し
い
通
知
で

あ
っ
た
。
義
助
は
、
重
な
る
冷
酷
な
処
置
に
立
服
し
、

荼
湯
料
な
ど
不
要
で
あ
る
と
藩
主
に
さ
し
返
し
た
。

藩
主
か
ら
は
「
い
ず
れ
そ
の
う
ち
に
細
川
守
護
、
長

曽
我
部
の
折
に
劣
ら
ぬ
待
遇
を
申
し
上
け
る
」
と
の

な
だ
め
の
言
薬
が
あ
っ
た
。
義
助
は
、
百
石
の
知
行

で
は
今
迄
通
り
の
家
来
を
養
え
な
い
の
で
、
侍
・
若

者
・
仲
間
・
女
中
等
に
暇
を
取
ら
せ
る
こ
と
と
し
た
。

藩
主
家
政
と
し
て
は
、
領
内
に
足
利
将
軍
の

一
門

た
る
名
家
の
残
る
こ
と
は
、
阿
波
の
細
川
・
三
好
の

残
党
再
起
の
心
配
も
あ
り
、
こ
れ
を
と
り
つ

ぶ
そ
う

と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
戦
国
時
代
の
足
利
将
軍

の
名
残
も
あ
り
、
こ
の
名
門
を
一
挙
に
つ
ぶ
し
、
又

他
国
へ
退
去
せ
し
め
る
こ
と
は
、
国
内
外
の
人
達
や

諸
候
の
批
判
と
反
響
を
恐
れ
て
止
む
な
く
微
禄
を
与

え
な
が
ら
弱
体
化
の
政
策
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。

や
が
て
天
下
分
け
目
の
戦
い
に
は
、
二
代
藩
主
至
鎮

は
、
徳
川
方
に
つ
い
た
。
そ
の
至
鎮
か
ら
四
代
公
方

義
次
に
対
し
「
今
後
阿
波
藩
士
と
し
て
取
り
立
て
た

い
が
、
足
利
の
姓
で
は
他
の
士
族
と
の
関
係
も
あ
り
、

平
島
に
住
ん
で
い
る
か
ら
姓
は
平
島
、
名
は
、
初
代

尊
氏
公
の
又
太
郎
に
ち
な
ん
で
又
八
郎
と
し
て
は
ど

う
か
」
と
の
強
い
す
す
め
が
あ
り
、
や
む
な
く
そ
の

よ
う
に
姓
名
を
か
え
た
。
そ
の
後
、
阿
波
公
は
大
阪

夏
の
陣
で
の
戦
功
に
よ
り
淡
路
七
万
八
、

0
0
0石

が
加
増
さ
れ
、
阿
波

・
淡
路
二
五
万
七
、

0
0
0石
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公
方
九
代
目
の
義
根
は
、
終
に
阿
波
退
去
を
決
意

の
大
藩
と
な
っ
た
。

平
島
公
方
は
、
五
代
藩
主
綱
通
の
代
に
高
取
奉
行

を
命
ぜ
ら
れ
、
奉
行
の
末
席
に
列
せ
ら
れ
た
。
阿
波

藩
は
、
平
島
の
公
方
館
を
没
収
し
て
徳
島
藩
士
と
し

て
徳
島
の
城
下
に
住
ま
わ
す
た
め
に
徳
島
城
下
に
藩

宅
を
与
え
た
。
公
方
家
は
、
こ
の
屋
敷
を
単
に
宿
泊

所
と
の
み
考
え
、
こ
の
屋
敷
に
出
入
す
る
家
臣
達
は
、

無
位
無
官
に
か
か
わ
ら
ず
大
納
言
の
服
装
を
つ
け
て

い
た
。
こ
の
た
め
世
間
で
は
、
こ
の
藩
宅
を
「
装
束

屋
敷
」
と
呼
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
公
方
側
侍
は

阿
波
藩
の
侍
た
ち
を
「
野
武
士
上
り
」
と
さ
げ
す
み
、

阿
波
藩
士
と
は
決
し
て
縁
組
も
せ
ず
、
道
路
で
行
き

合

っ
た
時
も
道
を
譲
ろ
う
と
は
し
な
か

っ
た
。
し
か

し
、
公
方
家
は
阿
波
藩
の
冷
遇
に
よ
っ
て
次
第
に
窮

迫
し
て
旧
領
の
住
民
に
対
し
て
た
び
／
＼
孔
盆
切
米
の

寄
付
を
求
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

八
代
公
方
義
宣
は
、
学
を
好
み
、
京
都
の
公
家
筋

に
も
知
人
多
く
、
わ
け
て
妻
は
、
京
都
持
明
院
中
納

言
之
輔
の
娘
で
あ
り
、
宮
家
と
も
つ
な
が
り
が
あ
っ

た
た
め
、
公
家
及
び
宮
家
を
通
じ
て
十
一
代
藩
、
玉
重

喜
に
対
し
増
俸
方
の
要
請
を
し
、
種
々
屈
折
は
あ
っ

た
が
後
日
一
、

0
0
0石
を
給
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ

た
。
九
代
義
根
は
、
幼
名
を
又
太
郎
、
号
を
栖
竜
と

称
し
て
島
津
華
山
に
師
事
し
て
詩
文
を
好
み
、
屡
々

京
都
に
上
り
、
公
家
や
文
学
者
と
の
親
交
が
深
か
っ

た
。
よ

っ
て
世
人
は
、
「
平
島
の
学
問
好
」
と
評
し

た
と
い
う
。

四
、
平
島
公
方
の
阿
波
国
退
去
。

す
る
日
が
来
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も

の
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

□
第
十
一
代
阿
波
藩
主
蜂
須
賀
重
喜
に
対
す
る

八
代
公
方
義
宣
の
増
禄
運
動
の
し
こ
り
。

□
そ
の
後
の
待
遇
に
よ
る
窮
迫
。

口

公

方

家

臣
と
阿
波
藩
士
と
の
紛
争
。

固

他
藩
へ
の
仕
官
の
希
望
。

結
局
最
後
ま
で
将
車
の
末
裔
と
い
う
誇
り
を
捨
て

切
れ
な
か
っ
た
歴
代
足
利
一
族
の
不
満
が
こ
こ
に
来

て
爆
発
、
阿
波
国
退
去
を
決
心
せ
し
め
る
こ
と
と
な

っ
た
。そ

の
日
、
義
根
は
、
藩
主
に
対
し
退
去
届
を
提
出

し
た
。
そ
の
返
書
と
し
て
「
そ
の
方
が

二
七

0
年
に

も
及
ぶ
憤
墓
の
地
を
去
る
こ
と
は
、
先
祖
に
対
し
て

も
誠
に
不
孝
の
こ
と
で
あ
る
、
よ
っ
て
阿
波
の
国
を

去
る
こ
と
は
許
可
し
難
し
。
」
と
厳
し
い
も
の
で
あ
っ

た
。
義
根
は
、
「
人
を
遇
す
る
道
を
知
ら
ず
し
て
、

冷
遇
の
事
実
を
重
ね
な
が
ら
、
こ
の
返
書
は
何
た
る

こ
と
ぞ
」
と
大
い
に
怒
り
、
こ
れ
を
破
り
捨
て
た
と

言
う
。
し
か
し
、
す
で
に
決
心
し
た
義
根
は
、
再
び

藩
公
に
対
し
、
「
近
頃
は
、
健
康
も
秀
れ
ず
、
床
に

臥
せ

る
日
も
多
い
の
で
こ
の
際
病
気
保
養
の
た
め
一

時
出
国
い
た
し
た
＜
許
可
願
い
た
い
。
」
と
申
し
出
た
。

藩
主
は
、
義
根
の
決
心
己
に
固
き
を
見
て
、
銀
三
〇

0
枚
と
平
島
の
墓
守
料
と
し
て
菩
提
寺
西
光
寺
に
米

五

0
石
を
与
え
、
許
可
し
た
。

義
根
と
家
臣
二
七

0
余
人
は
、
出
発
に
向
け
て
住

宅
と
家
財
道
具
の
す
べ
て
を
売
払
い
新
し
い
天
地
へ

の
希
望
で
意
気
揚
々
と
し
て
い
た
。
そ
こ
へ
藩
主
か

ら
再
び
文
書
が
届
い
た
。
そ
の
内
容
は
「
足
利
家
の

士
卒
の
う
ち
、
他
国
か
ら
随
行
し
て
き
た
旧
臣
は
共

に
出
向
し
て
も
良
い
が
、
阿
波
出
身
で
現
在
平
島
家

に
仕
え
て
い
る
者
の
随
行
は
ま
か
り
な
ら
ぬ
。」
と
の

厳
し
い
通
達
で
あ
っ
た
。
藩
主
の
君
命
と
公
方
義
根

に
対
す
る
義
理
の
板
ば
さ
み
に
な
っ
た
阿
波
出
身
者

は
進
退
き
わ
ま
っ
て
割
腹
し
て
義
根
に
随
っ
た
者

一

0
名
阿
波
武
士
の
気
慨
を
示
し
た
。
か
く
し
て
義
根

以
下
二
七
二
名
の
者
が

二

0
0
1四
三

0
石
積
船
十

五
隻
に
分
乗
し
て
中
島
港
を
出
帆
し
た
。

五
、
平
島
公
方
の
紀
州
大
崎
へ
の
入
津
の
日
誌

ま
ず
紀
州
の
大
崎
へ

中
島
港
を
出
港
し
た
船
は
、

向

っ
た
。

口

寄

港

地
大
崎
と
は。

海
草
郡
下
津
町
大
崎
は
、
万
葉
の
昔
か
ら
海
路

紀
州
か
ら
土
佐
へ
渡
る
船
団
の
要
港
で
あ
っ
た
。

港
は
、
入
口
狭
く
、
海
底
深
く
風
波
を
避
け
る
天

然
の
良
港
で
か
つ
風
光
明
媚
の
た
め
そ
の
繁
昌
ぶ

り
は
万
葉
の
歌
に
も
数
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

0

大
崎
の
神
の
小
浜
は
狭
け
ど
も

百
船
人
も
過
く
と
い
わ
な
く
に

0

ち
は
や
ぶ
る
神
の
小
浜
に
舟
と
め
て

大
崎
見
れ
ば
月
の
さ
や
け
さ

0

大
崎
の
荒
磯
の
わ
た
り
延
ふ
葛
の

行
方
も
な
く
や
恋
渡
り
な
ん

0

末
遠
き
ち
よ
の
か
げ
こ
そ
久
し
け
れ

ま
だ
二
葉
な
る
大
崎
の
松

こ
の
当
時
、
大
崎
の
戸
数
等
は
次
の
通
り
で
一
行

の
入
港
は
大
変
な
驚
き
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
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大
崎

女
良

人

数

八

才

以

上

男
女
奉
公
人
給
与

平
男

一
0
0
1
一
四

0
文

平

女

五

0
1
七

0

文

口

当
時
の
紀
州

九
代
公
方
足
利
義
根
が
阿
波
を
退
去
し
た
の
は

文
化
二
年
七
月
（

一
八

0
五
）
、
当
時
紀
州
で
は

1
0
代
治
宝
卿
の
時
代
で
あ

っ
た
。
治
宝
卿
は
、

八
代
重
倫
卿
第
二
子
で
窮
迫
し
た
藩
財
政
を
継
承

し
て
上
下
の
節
倹
を
督
励
し
、
積
極
的
に
事
業
を

経
営
し
、
大
い
に
治
積
を
あ
げ
た
が
特
筆
す
べ
き

こ
と
は
、
学
問
の
振
興
と
文
物
制
度
の
娩
発
に
あ

る
と
し
て
文
化
三
年
に
は
本
居
大
平
等
に
「
紀
伊

国
続
風
土
記
」
の
編
纂
に
あ
た
ら
せ
、
加
納
諸
平

等
に
「
紀
伊
国
名
所
図
絵
」
後
篇
を
撰
さ
せ
た
り

学
者
を
招
聘
し
、
儒
臣
を
好
遇
し
た
こ
と
は
、
阿

波
九
代
公
方
と
よ
く
似
て
い
る
。
ま
た
、
茶
道
、

陶
器
作
り
も
振
興
し
、
歴
代
藩
主
中
、
最
も
多
芸

多
能
な
君
主
と
言
わ
れ
て
い
る
。
現
在
偶
々
開
展

中
の
下
津
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
に
も
治
宝
卿
筆

の
「
絹
本
著
色

・
孔
雀
の
図
、
龍
の
図
」
西
浜
御

殿
内
で
焼
か
れ
た
「
偕
楽
園
焼
の
茶
碗
、
壺
、
皿
」

愛
用
の
茶
道
具
か
ら
当
時
の
奥
女
中
に
よ
っ
て
書

か
れ
た
寄
書
屏
風
等
当
時
の
文
化
の
華
や
か
さ
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
同
じ
年
(
-
八

0
五）

に
は
、
医
師
華
岡
青
洲
が
麻
酔
剤
を
用
い
て
乳
癌

の
手
術
に
成
功
し
て
い
る
。

国

大
崎
入
津
の
日
誌

戸
数

――

八
戸

二
―
戸

五

七

人

平
島
公
方
阿
波
国
退
去
日
誌
は
、
文
化
二
年
七

月
二
十
四
日
か
ら
十
二
月
二
十
七
日
迄
記
入
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
、
七
月
二
十
六
日
の
大
崎

入
津
か
ら
八
月
十

一
日
の
大
崎
浦
出
帆
の
間
を
抜

粋
し
て
こ
こ
に
掲
載
し
、
必
要
な
条
項
に
つ
き
読

上
げ
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

文
化
弐
丑
年
七
月

阿
波
國
御
退
去
披
遊
候
壱
巻
抜
粋

二
十
六

日

晴

天

一
、
紀
州
大
崎
へ
御
入
津
、
昼
八
ツ
時
直
に
吉
見

次
郎
左
衛
門
を
以
て
庄
屋
山
中
又
七
方
へ
断
申
候
。

阿
州
足
利
又
太
郎
方
此
度
病
気
養
生
と
し
て
阿
州
表

よ
り
致
退
去
候
、
而
上
方
へ
披
罷
越
候
天
気
よ
ろ
し

く
当
浦
に
滞
船
披
致
候
、
並
に
御
小
児
方
に
も
船
心

少
々
不
相
勝
労
滞
船
披
致
候
、
此
段
及
御
案
内
候
用

人
上
杉
権
太
夫
よ
り
相
断
候
旨
申
遣
候

返

事

御
船
中
御
不
自
由
に
可
披
成
御
座
候
、
御
上
り
候
哉
、

御
勝
手
に
御
休
息
披
成
申
越
候

一
、
大
崎
浦
に
て
御
宿
、
田
広
加
平
治
方
へ
、
久

丸
様
御
船
心
披
為
有
之
に
付
御
上
り
被
遊
御
保
養
被

遊
候
、
尤
朋
友
中
小
供
之
由
申
候

一
、
夜
に
入
、
田
広
加
平
治
方

へ
、
大
殿
様
、
若

殿
様
、
左
近
様
、
御
入
湯
に
御
上
り
被
遊
候

二
十
七
日
晴
天

一
、
久
丸
様
同
所
に
而
御
保
養
被
遊
候
、
御
傍
、

安
井
喜
予
太
、
富
永
正
五
郎
、
荒
井
隆
貞
、

一
、
庄
屋
山
中
又
七
方
へ
使
を
以
て
、
彼
此
御
世

話
成
候
付
而
は
そ
の
折
、
米
、
．樽
代
と
し
て
‘
鳥
目
参
メ

匁
被
遣
候
、
右
御
礼
に
罷
出
可
申
候
処
折
々
御
用

御
座
候
に
付
、
御
上
り
申
候
上
は
罷
出
可
申
候
旨

に
而
使
の
者

へ
扇
子
壱
対
揃
加

へ
候

一
、

同

日

梅

す

一
重
の
し
包
添
へ
使
を
以
被
来
、

先
頃
は
御
樽
代
共
有
難
御
座
候
、
罷
出
御
礼
可
申
処

用
事
之
有
他
出
仕
候
に
付
、
先
便
を
以
て
甚
だ
末
成

品
に
は
候
得
共
此
品
献
上
申
候
以
下
略

一
、
同
日
、
暮
六
ツ
過
天
気
模
様
雨
を
懸
て
、
今

晩
中
に
も
荒
き
天
気
に
成
て
船
中
に
て
は
大
に
被
遊

御
難
儀
旨
船
頭
よ
り
申
し
候
に
付
、
御
宿
田
広
嘉
平

次
方
へ
上
々
様
御
上
り
被
遊
御
止
宿
被
遊
候

二
十

八

日

晴

天

一
、
若
山
海
善
寺
に
大
隈
貞
五
郎
御
使
者
相
勤
申

候
、
御
贈
物
、
が
ん
皮
紙
壱
箱
、
素
麺
壱
箱
、
白
銀

拾
枚
被
遣
候
御
口
上
は
別
記
に
あ
り
、
尤
漕
船
に
て

罷
越
候
、
僕
両
人
相
連
候

一
、
山
中
又
七
方

へ
昨
日
献
上
の
器
物
戻
し
、
使

の
者
に
鳥
目
二
百
銅
被
遣
候

一
、
磯
魚
品
々
川
本
次
郎
左
衛
門
よ
り
手
漁
仕
候

由
に

て
、
隆
貞
事
へ
迄
持
出
被
申
候
、
右
川
本
次
郎

左
衛
門
は
若
山
家
中
隠
居
の
由
、
先
年
京
師
に
て
蜂

谷
家
会
席
に
て
御
召
上
申
し
候
由
、
並
に
当
浦
庄
屋

又
七
兄
弟
の
由

一
、
大
隈
貞
五
郎
逗
留
い
た
し
候

一
、
茄
子
鴫
焼
、
田
広
嘉
平
次
方
よ
り
上
る

二

十

九

日

晴

天

一
、
川
本
次
郎
左
衛
門
、
御
宿
田
広
嘉
平
次
方
よ

り
庄
屋
山
中
又
七
方
へ
御
干
菓
子

一
重
被
遣
候

一
、
大
隈
貞
五
郎
若
山
海
善
寺
よ
り
罷
帰
候

一
、
川
本
次
郎
左
衛
門
よ
り
隆
貞
迄
、
紫
蛛
潰
差

上
来
り
候
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一
、
御
前
様
、
御
姫
様
も
益
々
御
機
嫌
よ
く
、
一
―

十
六
日
七

ツ
時
に
御
着
船
被
遊
候
よ
り
秋
田
方
よ
り

飛
脚
を
以
て
申
上
来
る
、
飛
脚
猪
之
助
一
行
略

一
、
貝
塚
御
家
老
分
よ
り
書
状
着
尤
返
斡
下
る

一
、
西
瓜
壱
ツ
和
田
済
次
郎
方
よ
り
上
る

八

月

朔

日

睛

天

一
、
御
供

一
統
よ
り
当
日
御
祝
儀
申
上
候

一
、
板
東
要
助
大
阪
へ
飛
脚
に
罷
越
候

一
、
御
召
船
船
頭
舟
共
並
に
御
供
二
隻
船
頭
船
子

ヘ
御
酒
被
遣
候

一
、
御
焼
肴

一
篭
、
里
芋
煮
物
一
重
、
西
瓜

―
つ
、

田
広
嘉
平
次
よ
り
差
し
上
る

一
、
若
山
海
善
寺
へ
大
隈
貞
五
郎
御
使
者
に
罷
越

候

一
、
庄
屋
山
中
又
七
方
へ
此
度
御
下
積
に
相
成
居

申
候
御
荷
物
尚
品
品
御
蔵
借
り
て
入
預
け
置
度
旨
及

願
被
申
候
所
、
返
書
一
通
承
知
仕
候
し
か
し
御
大
切

成
御
荷
物
に
候
へ
ば
一
存
に
御
請
申
上
げ
が
た
＜
候
、

尚
役
頭
迄
中
出
候
上
に
て
い
づ
れ
可
申

上

候

以

下

略

以

下

上
杉
権
太
夫
口
上

阿
州
表
出
国
而
若
山
海
善
の
義
は
由
緒
も
御
座
候

得
ば
、
此
方
被
罷
越
霊
拝
も
被
致
、
且
方
丈
へ
も
応

対
の
上
被
及
対
話
義
も
有
之
候
、
就
て
は
若
山
へ
入

津
い
た
し
候
は
ば
船
廻
も
能
＜
候
得
共
御
国
柄
御
城

下
へ
直
ち
に
着
船
の
義
も
非
礼
に
も
相
当
り
可
申
与

申
当
浦
へ
着
船
の
事
に
て
御
座
候
、
右
に
付
海
善
寺

へ
一
昨
日
使
者
差
出
尚
又
今
日
も
使
者
差
出
申
候
、

此
段
及
御
案
内
可
申
処
致
延
引
、
尤
右
様
に
御
承
知

に
て
何
分
宜
様
万
事
頼
入
候
旨
、
且
其
余
召
連
候
者

無
骨
者
ゆ
へ

不
慎
等
の
儀
は
無
之
様
申
し
聞
有
之
候

ヘ
共
、
い
づ
れ
も
甚
不
心
得
者
ゆ

へ
如
何
処
義
も
可

有
候
へ
ば
此
段
御
承
知
置
被
下
、
御
心
添
え
可
下
候

以
下
略

一
、
御
荷
物
当
港
へ
御
揚
げ
置
義
に
付
て
は
武
器
等

は
御
所
持
の
事
に
御
座
候
栽
、
相
尋
候
に
付
、
兵
器

は
一
切
無
之
旨
、
尤
も
持
道
具
の
み
に
て
御
座
候
、

並
に
若
山
海
善
寺
被
参
荷
物
預
け
置
候
へ
ば
、
宜
敷

被
申
候
は
供
槍
四
五
筋
預
け
置
可
申
事
も
可
然
致
承

知
候
旨
被
申
候

一
、
御
人
数
義
は
百
斗
の
山
承
候
右
様
に
て
候
哉
、

よ
し
に
付
上
下
七
十
人
余
候
念
為
可
申
旨
申
入
候

一
、
源
三
郎
様
、
久
丸
様
御
旅
宿
に
御
滞
留
被
遊
候

覚

侍
分
三
十
二
人
、
無
格
刀
指
九
人
、
下
部
二
十
七
人、

右
の
他
浪
花
表
罷
越
居
侍
分

一
両
人
、
下
部
五
、

六

人
近
日
当
地
に
罷
越
候
栽
も
可
然
候
義
此
段
も
御
承

知
置
可
下
候

二
日

晴

天

一
、
大
隈
貞
五
郎
海
善
寺
よ
り
罷
帰
被
申
候

一
、
川
本
次
郎
左
衛
門
方
へ
上
杉
権
大
夫
罷
出
彼
此

懸
合
承
り
合
を
い
た
し
候
、
付
而
干
菓
子

一
箱
贈
候
、

尚
又
之
節
も
兵
器
の
事
被
申
候
は
御
代
官
所
よ
り
兵

器
御
所
持
候
哉
、
御
尋
ね
申
候
様
、
し
か
し
強
而
難

御
尋
候
は
ば
相
尋
候
に
も
及
不
申
よ
し
申
来
り
候
被

申
に
付
其
義
は
昨
日
当
役
人
に
申
入
通
り
に

一
向
に

所
持
無
御
座
候

三
日

晴

天

一、

御
召
船
苫
ふ
き
か
え
い
た
し
度
旨
申
出
候
に
付

上
上
様
に
も
小
島
へ
御
上
り
被
遊
候

一、

川
本
方
へ

権
大
夫
罷
越
候
、
海
善
寺
へ
罷
越
呉

呉
も
御
頼
入
候
事

一
、
大
蔵
、

若
山
と
浪
花
よ
り
立
寄
候
書
翰
之
義
に

付
差
出
申
候

四

日

晴

天

一
、
庄
屋
山
中
又
七
よ
り
権
大
夫
へ
致
応
対
度
旨
申

し
来
た
り
候
に
付
御
旅
宿
迄
権
大
夫
罷
出
申
度
致
案

内
候
処
庄
屋
罷
出
申
候
は
此
日
御
聞
候
笈
許
へ
御
荷

物
御
揚
置
候
義
並
に
若
山
海
善
寺

へ
御
出
披
遊
候
段

相
運
出
御
座
候
処
夜
前
八
つ
時
申
し
来
り
し
は
、
右

両
様
共
御
国
法
に
御
差
障
義
御
座
候
に
付
、
御
調
難

候
義
申
上
方
表
へ
御
越
の
義
に
候
へ
ば
順
路
御
通
披

成
候
様
申
達
様
に
と
申
米
り
候

一
、
京
都
よ
り
為
御
使
者
岸
本
弥
惣
治
罷
下
り
候

一
、
大
阪
よ
り
秋
田
瑞
朔
、
荒
川
繁
益
、
大
代
虎
之

助
、
井
内
外
助
、
石
丸
孝
伯
、
御
小
人
、
重
助
、
惣

治
、
豊
蔵
、
広
助
、
弥
吉
、
義
兵
衛
、
籐
兵
衛
、
吉

見
万
助
、
船
頭
原
崎
幸
吉
船
義
助
、
惣
兵
衛
両
人
罷

越
候

一
、
若
山
海
善
寺
よ
り
使
僧
参
り
候
、
若
党
等
は
御

旅
宿
に
て
御
賄
に
つ
き
夜
に
入
罷
帰
候

一
、
川
本
次
郎
左
衛
門
煎
餅

一
袋
、
山
中
又
七
妻
よ

り
餞
頭

一
箱
、
金
三
百
疋
被
遣
候

五

日

晴

天

一
、
西
洞
様
よ
り
御
使
者
と
し
て
安
藤
順
輔
殿
夜
岸

本
弥
惣
治
罷
越
候
右
は
此
度
の
件
御
滞
留
御
願
義
候

哉
、
板
東
要
助
、
大
蔵
、
猪
之
助
八
つ
時
発
足

一
、
海
善
寺
へ
大
隅
よ
り
書
状
差
出
申
候

一
、
原
幸
船
、
儀
助
並
に
角
屋
惣
吉
罷
出
大
阪
迄
其

他
船
三
隻
分
運
賃
遣
申
候

六

日

晴

天
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一
、
公
儀
御
役
人
測
址
方
当
浦
へ
披
参
候
よ
し
、
当

大
崎
浦
に
て
昼
休
の
由
に
候

一
、
大
阪
へ
罷
越
候
面
々
荒
川
恭
益
、
石
丸
孝
伯
、

吉
見
太

一
左
衛
門
、
炭
蔵
、
房
治
、
吉
見
金
五
郎
、

喜
代
児
、
｛晶
助
、
義
兵
衛
、
兼
五
郎
、
真
淵
仲
蔵
、

板
東
要
助
、

一
、
高
橋
俊
五
郎
方
へ
書
状
差
出
候
、
外
に
は
迷
惑

人
、
富
永
民
十
郎
家
内
の
者
へ
金
十

一
両
、
半
五
郎

姥
へ
金
百
疋
被
遣
候

一
、
岸
本
弥
惣
治
若
山
よ
り
罷
帰
候

一
、
泉
州
貝
塚
よ
り
御
見
回
り
御
飛
脚
罷
越
候

七

日

睛

天

八

日

睛

天

一
、
泉
州
御
飛
脚
罷
帰
候
、

一
、
岸
本
帰
京
尤
若
山

ま
で
船
に
て
為
返
候
、
共
、

伊
の
助

九

日

晴

天

一
、
庄
屋
山
中
又
七
を
通
じ
、
上
方
筋
へ
の
出
発
を

書
状
を
以
て
申
出
候
、
川
本
次
郎
左
衛
門
に
索
麺

一

箱
贈
る
島
屋
新
助
、
西
野
屋
栄
蔵
、
土
佐
屋
惣
吉

よ
り
生
魚

一
折
三
尾
上
る
田
広
加
平
治
方
よ
り
御
肴

一
折
持
上
る
山
中
又
七
方
に
御
滞
船
中
彼
此
世
話
に

な
り
、
金
二
百
疋
、
鰹
節

一
箱
被
遣
候

十

日

晴

天

川
本
次
郎
左
衛
門
、
山
中
又
七
、
惣
左
衛
門
、

三
隻

船
頭
よ
り
御
肴
、
柿
な
ど
献
上、

御
肴
を
御
役
人
に

持
上
る

十

一
日

晴

天

一
、
紀
州
大
崎
浦
御
出
帆

一
、
庄
屋
山
中
又
七
、
川
本
次
郎
左
衛
門
へ
挨
拶
、

御
宿
田
広
嘉
平
次
へ
御
礼
と
し
て
金
三
両
、
妻
へ
百

疋
、
惣
衛
門
へ
百
疋
、
店
者
へ

二
朱
、
下
女
へ

三
百

銅
宛
、
飯
炊
へ

二
百
銅
を
遣
候

泉
州
谷
川
八
つ
時
御
着
船

に
て
其
夜
御
滞
船
、
谷

川
役
人
共
乍
恐
御
用
人
中
迄
伺
申
上
度
旨
、
船
頭
新

助
を
以
申
候

詞

土

佐

光

起

元
禄
美
術
の
中
で
、
絵
画
の
面
で
は
漢
画
系
の

狩
野
派
が
幕
府
の
保
護
を
う
け
て
い
た
。

一
方
大

和
絵
系
統
の
土
佐
派
は
南
北
朝
期
に
起
り
江
戸
時

代
末
ま
で
命
脈
を
保

っ
た
。
江
戸
期
に
土
佐
光
起

が
出
て
再
興
を
果
た
し
、
以
後
代
々
宮
廷
絵
所
預

の
職
に
あ
っ
た
。

日
誌
に
あ
る
庄
屋
山
中
又
七
氏
は
、
現
当
主
、

山
中
又
七
郎
氏
よ
り
四
代
前
の
御
先
祖
で
、
当
時

贈
ら
れ
た
一扇
子
一
対
は
、
骨
を
抜
い
て
篇
額
に
表
装

し
て
保
存
さ
れ
て
お
り
、
裏
面
に
「
光
起
筆
と
伝

え
ら
れ
る
」
と
墨
書
が
あ
る
。
＿
扇
面
の
絵
は
金
箔

に
飛
鶴
と
地
に
立
つ
鶴
、
並
び
に
松
の
木
を
極
彩

色
に
書
い
た
も
の
で
落
款
並
び
に
印
は
な
い
。
然

し
、
日
誌
の
事
実
を
証
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。

国

長

沢

芦

雪

江
戸
時
代
の
画
家
で
名
は
政
勝
、
号
は
芦
雷
、

山
城
国
、
淀
藩
に
仕
え
た
と
い
わ
れ
る
。

円
山
応

挙
に
写
生
画
法
を
学
び
、
奔
放
な
筆
致
と
誇
張
し

た
デ
フ
ォ
ル
メ
を
特
徴
と
し
て
い
た
。

日
誌
に
記
載
さ
れ
た
田
広
加
平
治
氏
か
ら
七
代

目
の
良
知
氏
が
現
存
さ
れ
て
い
る
。
当
時
は
、
お

礼
と
し
て
金
子
を
戴
い
た
こ
と
の
み
記
さ
れ
て
い

る
が
、
芦
雪
を
含
め
て
二
枚
の
絵
も
贈
ら
れ
て
い

る
。
絵
は
、
お
ぼ
ろ
月
と
竹
に
雀
を
描

い
た
も
の

で
落
款
、
落
款
印
が
あ
り
、
右
上
に
「
源
義
根
」

の
揮
竜
も
あ
る
。

因

海

善

寺

日
誌
に
た
び
／
＼
記
載
の
あ
る
海
善
寺
は
、
明

応
五
年
(
-
四
九
六
）
の
草
創
で
、
開
山
の
呑
海

上
人
は
、
十
代
将
軍
義
植
公
の

一
族
で
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
る
。
上
人
は
、
美
濃
の
谷
汲
寺
に
お
ら

れ
た
が
、
美
濃
に
兵
乱
が
起

っ
た
為
、
難
を
さ
け

て
熊
野
詣
を
な
し
、
そ
の
帰
途
、
鵜
ノ
島
（
和
歌

山
市
湊
川
口
）
に
立
寄
り
、
当
寺
の
創
建
に
な

っ

た
と
寺
伝
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
縁
故
に
よ
り
、

初
代
公
方
義
維
が
こ
こ
に
滞
在
し
た
こ
と
が
あ
り、

そ
の
為
に
こ
の
寺
へ
四
つ
足
門
、
す
じ
壁
の
建
造

を
許
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
義
維
が
滞
留
の

恩
義
に
よ
り
、
母
清
雲
院
供
養
の
た
め
の
建
造
で

あ
ろ
う
。

歴
代
海
善
寺
住
職
は
、
紀
州
候
の
信
頼
厚
く
、

国
外
通
商
権
授
与
に
も
極
め
て
力
が
あ
り
、
ま
た

お
側
女
の
推
挙
も
行
っ
て
い
た
と
い
う
。
地
理
的

に
は
和
歌
山
城
西
方
の
武
者
溜
り
の
要
地
で
も
あ

っ
た
。

更
に
頼
宣
候
の
儒
官
と
し
て
の
李
真
栄
、
李
梅

渓
も
当
寺
と
縁
が
深
く
、
二
人
の
墓
碑
は
、
こ
こ

の
墓
地
に
建
立
さ
れ
て
い
る
。

李
真
栄
は
、
韓
国
慶
尚
道
雲
山
の
人
で
あ
る
が

文
禄
元
年
(
-
五
九
二
）
の
文
禄
の
役
に
際
し
、

軍
監
と
し
て
朝
鮮
出
兵
し
て
い
た
浅
野
長
政
配
下

の
兵
に
捕
虜
と
な
り
、
西
松
江
村
の
西
右
エ
門
に

買
と
ら
れ
て
松
葉
拾
を
し
て
い
た
が
、
偶
々
当
寺

の
搭
頭
の
僧
西
挫
が
元
韓
国
の
下
官
人
で
あ
っ
た

の
で
真
栄
を
憐
み
寺
内
に
住
ま
わ
せ
て
い
た
。
真
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六
、
紀
伊
藩
と
九
代
公
方
義
根

栄
は
、
そ
の
後
梶
取
総
持
寺
の
学
寮
に
入
り
、
仏

学
を
研
究
し
て
い
た
が
仏
門
の
徒
と
な
る
を
好
ま

ず
大
阪
へ
出
た
が
、
大
阪
冬
の
陣
が
起
り
、
再
び

和
歌
山
へ
帰

っ
た
。
居
を
久
保
町
へ
構
え
、
有
田

郡
、
宮
崎
定
直
の
娘
を
め
と
り
、
卜
巫
及
び
教
授

を
業
と
し
て
い
た
が
徳
川
頼
宣
候
が
紀
伊
に
封
ぜ

．
 

ら
れ
る
や
五
十
六
オ
に
し
て
侍
講
と
な
り
、
毎
夕

経
書
を
講
じ
た
。
儒
学
の
大
部
分
は
、
真
栄
に
支

配
せ
ら
れ
た
と
言
う
。

李
梅
渓
は
、
真
栄
を
父
と
し
、
日
本
人
を
母
と

し
て
生
れ
、
真
栄
以
上
に
博
学
多
能
で
、
十
七
才

に
し
て
儒
員
に
列
せ
ら
れ
た
。
四
十
四
オ
に
し
て

父
母
状
を
浄
書
し
た
。
下
津
町、

長
保
寺
大
門
に

か
か
る
扁
額
「
慶
徳
山
長
保
寺
」
の
揮
奄
は
、
彼

の
も
の
で
あ
る
。

七
月
二
十
六
日
か
ら
、
八
月
十
一
日
に
か
け
て
大

崎
に
入
港
し
た

二
七

0
名
の
命
運
を
か
け
、
海
善
寺

を
中
立
と
し
て
紀
州
候
へ
命
が
け
の
折
衝
が
行
わ
れ

た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
間
の
何
か
の
裏
付

け
を
得
る
た
め
に
県
史
編
さ
ん
室
を
訪
れ
調
査
を
お

願
い
し
た
が
何
等
得
る
も
の
な
く
不
明
で
あ
っ
た
。

紀
伊
藩
か
ら
九
代
公
方
に
対
し
、
「
名
門
の
直
裔

が
蜂
須
賀
如
き
に
隷
属
し
て
不
遇
の
極
に
沈
む
と
は
、

む
し
ろ
去
っ
て
我
が
藩
に
来
た
れ
、
我
厚
く
優
遇
せ

ん
」
と
言
っ
て
来
た
と
も
伝
え
ら
れ
、
義
根
も
紀
伊

の
大
藩
に
頼
ろ
う
と
し
た
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
紀
州
藩
と
し
て
は
、
平
和
な
時
代
に
義
根
以

下
二
七

0
余
名
の
士
卒
を
高
禄
で
召
し
抱
え
る
こ
と

は
、
藩
単
独
で
は
決
し
か
ね
、
江
戸
幕
府
の
認
許
を

要
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

伺
を
立
て
た
結
果
は
、

内

意
と
し
て
「
足
利
又
太
郎
に
対
し
て
は
、
公
辺
か
ら

挟
知
を
致
す
筋
合
は
な
い
」
と
言
っ

た
通
知
が
出
て

い
る
。
徳
川
将
軍
か
ら
の
許
可
が
な
い
限
り
、
紀
伊

藩
と
し
て
も
義
根
一
族
を
召
し
抱
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
か
く
し
て
義
根
の
紀
伊
藩
へ
の
仕
官
の
望
は

断
た
れ
た
。
義
根
は
、
紀
州
藩
に
だ
ま
さ
れ
た
と
い

う
説
も
あ
る
。
紀
伊
藩
と
し
て
は
一
端
の
責
任
は
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
京
都
に
去
っ
た
義
根
に
対
し
て

も
毎
年
二

0
0両
を
生
活
費
と
し
て
贈
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
金
額
は
、
年
々
滅
ぜ
ら
れ
、
義
根
の

最
後
の
折
に
は
、
銀
三
十
枚
が
給
さ
れ
て
い
た
と
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
援
助
は
、
明
治
時
代
ま
で
続
き
、

紀
伊
藩
主
で
あ
っ
た
徳
川
候
爵
家
で
は
明
治
三
十
年

頃
ま
で
年
額
二
百
円
を
足
利
家
へ
贈
っ
て
い
た
と
言

わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
義
根

一
族
の
窮
迫
に
対
し
て
紀
州
藩
か
ら

阿
波
藩
に
対
し
て
救
済
方
を
依
頼
し
た
文
書
が
残
っ

て
い
る
が
阿
波
か
ら
は
、
何
の
援
助
の
通
知
も
返
事

も
な
か
っ
た
。

七
、
義
根
入
洛
時
の
状
況

義
根
は
、
八
月
二
十
六
日
に
京
都
へ
入
っ
た
。

京

都
に
つ
い
た
義
根
の
一
行
は
、
足
利
家
歴
代
の
菩
提

寺
で
あ
る
等
持
院
を
宿
所
と
定
め
た
。
こ
こ
は
、
足

利
尊
氏
が
夢
窓
疎
石
に
開
か
せ
た
寺
で
尊
氏
以
来
歴

代
の
将
軍
の
霊
と
木
像
が
祀
ら
れ
て
い
る
。

尊
氏
建
立
の
天
竜
寺
、
義
満
が
保
護
し
、
彼
の
位

牌
を
ま
つ
る
相
国
寺
、
そ
の
他
大
寺
の
役
僧
の
使
者

／．ン、~

完
ー
~

が
引
き
も
き
ら
ず
挨
拶
に
来
た
。
皇
族
閑
院
宮
家
の

訪
問
も
う
け
て
い
る
。

義
根
の
京
都
で
の
仕
官
に
つ
い
て
も
等
寺
院
寺
奉

行
、
宮
家
、
公
家
に
も
依
頼
し
た
が
受
け
入
れ
て
く

れ
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。

阿
波
か
ら
引
揚
げ
て
行

っ
た
二
百
七
十
余
名
の
公

方

一
族
は
、
京
都
で
の
生
活
に
困
窮
し
て
当
初
は
、

足
利
将
軍
と
関
係
の
あ

っ
た
各
寺
院
の
援
助
を
求
め

て
生
活
し
て
い
た
が
、
こ
の
援
助
も
長
く
続
か
ず
家

臣
達
は
、
夫
々
各
地
の
縁
者
を
頼
り
、
大
阪
、
京
都
、

そ
の
他
へ
離
散
し
て
行

っ
た
。

今
は
十
三
代
進
悟
氏
が
京
都
に
住
ん
で
お
ら
れ
る
。
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明
治
二
十
二
年
か
ら
、
今
年
で
丁
度
百
年
目
。
記

念
す
べ
き
年
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
の
近
代
国
家

へ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
年
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
政

治

・
行
政
改
革

・
制
度
の
施
行
が
行
わ
れ
た
節
目
の

年
で
あ
る
。
和
歌
山
市
制
百
周
年
を
迎
え
、
い
く
つ

か
の
記
念
行
事
も
催
さ
れ
た
が
、
こ
の
市
町
村
制
の

施
行
の
年
で
も
あ
り
、
新
行
政
首
長
に
よ
る
近
代
的

町
村
づ
く
り
の
礎
の
年
で
あ
る
。

記
念
す
べ
き
年
と
い
う
も
う
―
つ
の
理
由
は
、
マ

イ
ナ
ー
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う

と
す
る
紀
南
を
中
心
に
、
県
下
全
域
に
多
大
の
横
牲

者
・
物
的
被
害
を
出
し
た
大
水
害
で
あ
る
。
今
な
お

県
下
最
大
の
水
害
の
記
録
と
な

っ
て

い
る
。
こ
の
年

に
は
八
月
と
九
月
に
水
害
が
あ
っ
た
が
、
多
大
の
損

害
を
出
し
た
の
は
八
月
水
害
で
あ
る
。

こ
の
八
月
水
害
は
全
国
的
な
も
の
で
、
『
官
報
』

に
よ
れ
ば
、
被
害
も
全
国
十
六
府
県
に
も
及
び
、
犠

牲
者
も
七
県
に
ま
た
が
り
、
千
五

0
0人
余
で
あ
っ

た
。
国
の
明
治
以
降
の
水
害
史
上
ワ
ー
ス
ト
九
に
ラ

は

じ

め

に

桑

原

康

宏

明
治
二
十
二
年
八
月

大
水
害
と
そ
の
規
模

ン
ク
さ
れ
る
規
模
で
あ
る
。

大
量
の
北
海
道
へ
の
移
住
者
を
出
し
た
奈
良
県
十

津
川
も
こ
の
水
害
に
襲
わ
れ
て
い
る
。
十
津
川
水
害

は
、
水
災
史
上
最
も
シ
ョ
ノ
キ
ン
ク
な
事
件
と
し
て

知
ら
れ
、
後
の
棄
村
、
北
海
道
へ
の
集
団
移
住
、
新

十
津
川
村
建
設
等
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
話
題
性

に
富
ん
で
い
た
こ
と
か
人
々
の
関
心
を
高
め
、
ま
た

行
政
主
導
に
よ
る
優
れ
た
記
録
誌
『
吉
野
郡
水
災
誌
』

が
作
成
さ
れ
、
こ
れ
が
水
害
復
元
や
地
域
変
貌
を
研

究
す
る
学
術
的
な
テ
ー
タ
を
提
供
す
る
こ
と
か
ら
、

中
央
の
学
者
の
再
三
に
わ
た
る
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
の

場
と
な
り
、
研
究
テ
ー
マ
に
な
り
、
そ
れ
が
十
津
川
水

害
が
全
国
的
に
知
ら
れ
る
要
因
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

門
波
を
追
よ

＂ム

4
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同
じ
水
害
で
、
十
津
川
よ
り
さ
ら
に
大
き
な
被
害

を
受
け
た
本
県
に
つ
い
て
は
、
県
民
す
ら
そ
の
事
実

を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
研
究
者

に
よ
る
水
害
の
解
明
も
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
。

よ
う
や
く
近
年
、
中
野
栄
治
近
畿
大
助
教
授
の
「
紀

ノ
川
下
流
域
の
水
害
」
（
『人
文
地
理
』―

一六
巻
三
号
）

と
菊
池
万
雄
日
本
大
教
授
の
「
明
治
2
2
年
和
歌
山
県

富
田
川
洪
水
」
（
『
日
本
の
歴
史
災
害
ー
明
治
編
ー
』）

か

出
さ
れ
、
研
究
も
水
害
後
百
年
も
た
っ
て
緒
に
つ
い

た
ば
か
り
で
あ
る
。
筆
者
も
一
一
、

三
の
小
稿
を
出
し

て
い
る
。

な
ぜ
本
県
の
水
災
史
研
究
が
遅
れ
て
い
る
の
か
は

明
確
に
で
き
な
い
が
‘

―
つ
は
ま
と
ま
っ
た
資
料
の

欠
如
が
あ
げ
ら
れ
る
。
水
害
の
翌
年
四
月
に
出
さ
れ

た
『
和
歌
山
県
水
害
記
事
』
は
最
も
知
ら
れ
た
資
料

の
―
つ
で
あ
る
が
、
こ
れ
す
ら
概
説
的

・
感
覚
的
・

修
辞
的
な
箇
所
が
多
く
、
小
地
域
で
の
具
体
的
な
研

究
手
が
か
り
は
得
に
く
い
。
ま
た
水
害
後
百
年
も
経

っ
て
い
る
現
在
、
被
災
者
よ
り
の
直
接
証
言
を
得
ら

れ
な
い
上
に
、
上
地
に
刻
ま
れ
た
跡
を
見
出
す
の
も

非
常
に
む
づ
か
し
く
、
書
き
残
さ
れ
た
も
の
以
外
に

手
が
か
り
は
な
い

。
書
き
残
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、

県
や
国
へ
の
報
告
書
、
新
聞
記
事
、
日
記
が
あ
る
。

報
告
書
は
部
分
的
な
も
の
が
多
く
、
全
体
像
を
つ
か

み
に
く
い
。
ま
た
新
聞
は
迅
速
性
を
目
的
に
し
、
日

記
は
備
忘
録
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
一
貫
性
、

客
観
性
・
正
確
さ
に
欠
け
る
と
こ
ろ
も
か
な
り
あ
り

し
か
も
そ
れ
ら
の
資
料
が
散
在
す
る
と
あ

っ
て
は
、

そ
の
所
在
の
探
索
も
大
変
な
労
力
と
時
間
が
か
か
り
、

こ
れ
が
人
々
か
ら
研
究
を
遠
ざ
け
た
理
由
の

―
つ
で
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二
十
二
年
に
は
八
月
と
九
月
と
二
度
に
わ
た
る
水

害
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
九
月
水
害
は
、
九
月

+
、
十
一
日
に
来
襲
し
た
台
風
に
よ
る
も
の
で
、
本

県
の
被
害
は
死
者
二
、
負
傷
者
一
四
、
流
失
家
屋
百

九
、
全
倒
壊
家
屋
百
三
十
一
等
で
多
大
な
損
害
を
う

け
た
が
、
八
月
水
害
の
方
が
あ
ま
り
に
も
規
模
が
大

き
過
ぎ
た
。
本
県
で
、
死
者
千
二
百
二
十

一
、
負
傷

者
三
百
三
十
八
、
流
失
家
屋
二
千
四
百
十
四
、
全
倒

壊
家
屋
千
三
百
二
十
五
等
の
未
曽
有
の
被
害
で
あ
る

の
で
こ
の
小
稿
で
は
八
月
水
害
に
限
っ
て
述
べ
る
。

死
者
・
不
明
者
千
五
百
七
、
流
失
家
屋
一
万

一
千

余
戸
、
浸
水
家
屋
三
万
六
千
余
戸
等
。
こ
れ
か
全
国

の
八
月
水
害
の
被
害
値
で
あ
る
。
水
害
史
上
特
箪
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
水
害
規
模
の
指
標
を
と
こ
に
置
く
か
に
よ
っ

て
規
模
の
ラ
ン
ク
付
け
が
か
わ
っ
て
く
る
。
指
標
を

死
者

・
不
明
者
に
す
る
か
、
家
屋
破
壊
数
に
す
る
か
、

被
害
総
額
に
す
る
か
、
被
災
地
の
範
囲
に
す
る
か
、

ま
た
、
そ
れ
ら
を
総
合
化
す
る
の
か
、
い
く
つ
か
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
統
計
基
準
値
の
設
定
法

・
物
価

指
数
の
変
動
等
で
、

時
代
の
異
な
る
事
物
を
比
較
す

八
月
水
害
の
規
模

あ
ろ
う
。

し
か
し
史
料
が
乏
し
く
不
完
全
で
あ
る
か
ら
と
い

っ
て
、
研
究
し
な
い
で
お
く
と
、
事
実
す
ら
抹
殺
さ

れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
百
年

と
い
う
節
目
の
年
に
、
散
見
す
る
史
料
を
つ
な
ぎ
合

せ
て
で
も
、
水
害
を
復
元
し
、
事
実
を
き
ち
ん
と
把

え
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
義
務
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

表 1 和歌山県の水害 （死者30人以上）

水害の原因 死者 傷 者 家屋流失全半壊 流失用畑等 備考

M22 8/18~19 台 風 1,247 (341) 7,543 戸 8,375 町

S28 7/17~18 集中豪巾 1,046 7,663 14,537 52、829 7 18水害

M 3 9/18 台 風 137 46 9.211 

M43 5/10~11 暴風雨 96 30 284 

S 25 9 /3 台 風 58 1,836 17.798 280 ジェーン
台 風

MZl 8/30~31 ケ 50 51 5,260 

S 9 9/21 ヶ 37 434 5,407 469,396 室戸台風

M14 9/13 ケ 36 4,632 

M26 8/17~18 ク 33 2,400 11,908 

「和歌山県災害史」 ）は「和歌山県水害表」より

る
場
合
、
必
し
も
同
一
の
価
値
観
を
示
し

て
い
る
と

は
い
え
な
い
。
ま
し
て
や
百
年
前
と
現
在
の
物
価
を

た
と
え
ス
ラ
イ
ド
比
較
し
て
も
意
味
は
な
い
。
水
害

を
ト
ー
タ
ル
に
、
ま
た
今
も
昔
も
未
来
永
劫
変
わ
ら

ぬ
価
値
を
持
っ
て
い
る
の
は
人
命
で
あ
る
。
人
命
損

失
数
、
つ
ま
り
犠
牲
者
数
を
指
標
に
し
て
規
模
の
大

小
を
論
ず
る
の
が
最
も
客
観
的
で
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
統
計
上
最
も
遺
漏
の
少
な
い
項
目
で
も
あ
る
の

で
、
筆
者
は
水
害
規
模
の
大
小
を
犠
牲
者
数
に
指
標

を
と
り
、
論
じ
る
立
場
を
と
る
。

表
一
に
よ
る
と
本
県
で
死
者
三
十
人
以
上
を
出
し

た
大
水
害
は
明
治
以
降
九
件
あ
り
、
「
台
風
銀
座
の

和
歌
山
県
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
大
水
害
の
ほ
と
ん

ど
が
台
風
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま

た
こ
の
九
件
の
う
ち
六
件
ま
で
は
明
治
期
で
あ
り
、

明
治
期
よ
り
元
号
期
間
の
長
い
昭
和
期
は
わ
ず
か
三

件
に
過
ぎ
な
い
。

な
ぜ
明
治
期
に
多
か
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が

気
候
の
小
変
動
と
人
為
的
な
防
災
の
不
備
が
主
な
原

因
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
高
橋
裕
は
、
想
像
の
域
は

出
な

い
が
．．． 
と
断
っ
て
、

口
維
新
後
の
経
済
の
高
度

成
長
が
、
河
川
付
近
の
土
地
利
用
度
を
高
め
た
こ
と
、

□そ
れ
に
よ
り
従
来
の
土
地
利
用
の
慣
行
が
乱
れ
、

口
農
耕
地
等
が
無
秩
序
に
配
置
・

立
地
さ
れ
た
、
と

い
う
人
為
的
な
要
因
が
頻
発
す
る
豪
雨
に
相
乗
さ
れ

た
か
ら
だ
と
述
べ
る
（
『
国
土
の
変
貌
と
水
害
』
）
。
ま
た

ヨ
ー
ロ
ノ
パ
で
は

一
八
九

0
年
頃
ま
で
小
氷
期
で
あ

り
（
『
気
候
変
化
・
長
期
予
報
』
）
「
多
雨
期
」
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
事
実
は
日
本
に
も
ほ
ぱ
適
用
で

き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
明
治
二
十
二
年
は
一
八
八

九
年
で
あ
り
、
ま
さ
に
小
氷
期
の
終
り
に
あ
た

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
明
治
二
十
三
年
以
降
の
本
県
の
大

水
害
は
、
明
治
二
十
六
年
と
四
十
年
の
一
一
度
だ
け
で
、

明
治
二
十
二
年
以
前
の
半
分
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が

っ
て
明
治
年
間
前
半
は
小
氷
期
で
豪
雨
の
起
り
易
い

気
候
状
態
で
あ
り
、
そ
の
時
期
に
森
林
の
乱
材
、
耕

地
の
急
激
な
高
度
利
用
化
と
重
な
り
、
こ
れ
が
大
水

害
を
誘
発
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
八
月
水
害
は
、
本
県
に
お
い
て
未
曽
有
と
い
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わ
れ
た
昭
和
二
十
八
年
の
七
・
一
八
水
害
よ
り
も
さ

ら
に
多
い
犠
牲
者
を
出
し
て
お
り
、
県
水
害
史
上
最

悪
の
も
の
で
あ
る
。
山
崩
三
ガ
ニ
千
箇
所
・
橋
梁
流

失

平

＇
四
百

五
十
四
カ
所
・
堤
防
決
壊
三
千
二
百
カ

所
総
延
長
一
―
ァ
日
一
―
卜
八
キ
ロ
に
も
及
ん
た
。
さ
ら
に
「

和
歌
山
県
水
害
表
」
に
よ
る
と
被
災
市
町
村
は
、
ニ

頁

二
、
県
下
市
町
村
の
八
十
七
・
九
％
に
も
及
ぶ
広

範
囲
の
災
害
で
あ

っ
た
。
し
か
し
県
下
全
域
に
平
均

的
に
罹
災
し
た
の
で
は
な
く
、
災
害
の
中
心
は
西
牟

嬰
・
日
高
郡
等
紀
南
で
あ
っ
た
。

（図

一）

こ
れ
に
よ
る
と
西
牟
婁
郡
だ
け
で
も
千
人
近
い
死

者
を
出
し
て
お
り
、
奈
良
県
吉
野
郡
や

H
高
郡
の
数

倍
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
山
崩
数
は
西
牟
婁
郡
で
二

万
箇
所
、
県
下
全
域
の
六
十
三
％
を
占
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
西
牟
婁
が
激
甚
地
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ

か
、
八
月
三
十
日
に
来
田
し
た
内
務
省
御
雇
工
師
の

ヨ
ハ
ネ
ス
テ
レ
ー
ケ
に
、
西
牟
婁
郡
日
置
川
か
ら
日

高
川
の
約
十
里
間
を
黒
雲
が
東
北
へ
進
行
し
て
い
た

が
、
紀
南
最
高
峰
の
大
塔
山
や
釈
迦
嶽
に
進
路
を
遮

図 1郡市別犠牲者数

／ 

一―--

ら
れ
、
直
行
不
能
と
な
り
大
雨
を
も
た
ら
し
た
と
い

う
、
誤
っ
た
解
釈
を
誘
発
す
る
も
の
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。な

お
東
牟
婁
郡
や
三
重
県
南
牟
婁
郡
の
死
者
の
は

と
ん
ど
は
、
熊
野
川
沿
岸
の
村
々
の
人
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
地
域
は
、
「
八
月
十
九
日
は
大
雨
烈
し
く

て
、
二
十
日
午
前
一
時
突
然
大
洪
水
と
な
り
て
．．． 
」

（
坂
本
又
次
郎
「
明
冶
―
『
一
年
八
月
大
洪
水
の
記
し
『
東
牟
婁

郡
誌
』
所
収
）
や
「
か
く
て
十
八
日
に
至
り
、
大
雨
断

続
（
略
）
人
々
何
れ
も
出
水
を
予
想
し
て
、
相
腎
戒

し
居
り
し
が
（
略
）
熊
野
川
刻
々
増
水
し
て
…
・
:
」

（『新
宮
巾
誌
』
）
と
あ
る
が
、
人
降
雨
の
被
害
と
い
う

よ
り
、
む
し
ろ
態
野
川
上
流
の
奈
良
県
十
津
川
の
豪

雨
に
よ
る
熊
野
川
大
洪
水
に
よ
っ
て
被
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
熊
野
川
沿
岸
の
村
々
以
外
の
被
害
は
あ
ま
り
大

き
く
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
『
新
宮
市
誌
』
に
よ

る
と
水
害
後
救
助
体
制
を
迅
速
に
三
輪
崎
村
の
住
民

が
と
っ
た
こ
と
、
ま
た
被
災
者
救
済
の
米
穀
調
達
依

頼
に
古
座
の
浦
村
・
下
里
•
田
原
の
各
村
が
応
じ
た

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
米
穀
調
達
に
応
じ
ら

れ
た
村
は
、
た
と
え
被
災
は
あ
っ
た
と
し
て
も
軽
微

で
あ
り
、
要
請
に
応
え
ら
れ
る
余
力
を
持
っ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。

水
害
の
実
態
を
正
し
く
把
え
る
に
は
、
実
数
だ
け

で
は
不
十
分
で
、
災
害
罹
災
率
も
考
慮
に
い
れ
る
必

要
か
あ
る
。
そ
こ
で
「
県
水
害
表
」
に
あ
る
水
害
前

と
水
害
後
の
統
計
値
等
よ
り
表
―一
を
作
成
し
た
。
こ

れ
に
よ
る
と
西
牟
婁
郡
・
吉
野
郡
で
は
住
民
百
人
中

一
人
強
の
横
牲
者
を
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
吉
野
郡

表 2 水 害 罹 災 率 （％） 

家 屋 死 傷 者
流失耕地

流失・倒壊 浸水 死者 傷者

和歌山市 0.4 75.4 0. 01 0.01 

畠 芦郡 0.2 24.0 0. 01 0. 01 0.8 

有田郡 5. 9 21. 3 0.04 0.06 2.0 

日 高郡 7. 1 17. 7 0.26 0.11 1. 7 

西牟婁郡 15. 7 22. 1 1.06 0. 12 2.6 

東牟婁郡 10. 9 12.5 0.07 0.10 0.2 

那 賀郡 0.4 8.5 0.002 0.01 1. 4 

伊都郡 0.2 5.3 0.007 0.003 0.2 

平 均 5.2 22.8 0.2 0.06 l. 2 

吉 野郡 20.0 0. 5 1.03 0. 14 11. 5 

「和歌山県水害表」と「吉野郡水災誌」 より 作成。

は
日
高
郡
ら
と
比
べ
犠
牲
者
率
が
相
当
高
く
、

H
高

郡
よ
り
樅
災
密
度
が
高
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の

吉
野
郡
よ
り
西
牟
婁
郡
の
方
が
も
っ
と
被
害
か
大
き

か
っ
た
。
し
か
し
犠
牲
者
率

．
家
尾
浸
水
率
を
除
く

と
吉
野
郡
は
柘
は
ず
れ
の
被
害
地
で
あ
り
、
改
め
て

最
激
甚
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

家
屋
浸
水
率
の
最
大
は
和
歌
山
市
で
、
四
．
戸
に
三

戸
の
割
で
罹
災
し
て
い
る
が
、
当
時
の
和
歌
山
市
の

市
域
は
狭
く
、
ほ
と
ん
ど
砂
丘
地
と
後
背
湿
地
か
ら

な
る
沖
積
地
で
、
前
記
中
野
論
文
に
よ
れ
ば
、
嘉
家

作
か
ら
和
歌
川
に
か
け
て
、
洪
水
の
水
深
が
一
―
ー
六

いい
も
あ
り
、
そ
の
地
に
民
家
が
集
中
し
て
い
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
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表 3 西牟婁各村の被害状況

流失 流失納 倒壊 倒壊納 浸水 流失神 死牛 ・ 流失 堤防 流失 浸 水
死者 負傷者 社・ 寺 山崩

家屋 屋・蔵等 家屋 屋 ・蔵 家屋 学校等 ハ臣ヽゾ 橋梁 決壊 船舶 田 畑
人 人 戸 戸 戸 戸 戸 匹 箇所 隻 箇所

田辺町 150 232 253 10 25 716 8 2 1 58 

湊
村

52 23 35 8 25 16 306 1 45 町

西ノ谷 13 20 6 200 1 5 28 

稲成 4 21 16 60 103 

下秋津 45 14 2 5 10 48 

上秋津 22 17 130 

秋津川 4 ， 11 

万呂 10 27 13 79 1 6 23 34 232 

三 栖 4 19 5 8 17 15 48 600 

長野 5 35 35 10 釆9心上自ヒ 101 1,200 

新庄 4 4 

下芳養 4 17 5分通

中芳養 1 2 44 

上芳養 5 5 8 7分通

東富田 19 40 80 30 

南富田 12 llO 4 1 135 

西富田 6 2 5 5 

北富田 63 94 

朝来 117 158 109 11 200 

生馬 109 54 32 110 

岩田 100 100 21 

市ノ瀬 47 93 7 80 

鮎）I[ 21 63 43 7 85 

栗栖川 21 ， 66 133 5 22 

二 川 35 22 11 50 2 8 

瀬戸鉛山 13 

日 置 7 111 

三舞 2 130 

富里 13 ， 10 

豊原 3 

近野 5 26 

周参兄 8 5 4 20 

計 902 63 1,455 261 587 41 1,389 7 120 55 ll1+a 69 1,206 2,032 +a 
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表 4 西牟婁各村の 災害罹災 者率

死亡者 負傷者 流失家 倒壊家 浸水家

（率） （率） 屋（率） 屋（率） 屋（率）

田辺町 2.1 16. 7 2.5 51.4 

湊
村 2. 1 0.9 8.5 9.6 71. 8 

西ノ谷 0.6 3.8 1.1 37.8 

稲成 0.3 〔〇．8〕 8.8 

下秋津 4.6 2.2 0.3 

上秋津 1.0 25.2 

秋津川 0.3 3.8 4.6 

万 呂 1.1 14.8 9. 1 53. 1 

三 栖 0.2 4.2 1.1 1.8 

長 野 0.3 5.5 7.4 

新庄 0.2 

゜
1.2 

下芳養 0.2 3. 1 

中芳養 0. 1 0.8 

上芳養 0.2 1. 1 1.7 

東富田 1. 1 8.5 17.1 

南富田 0.8 36.3 1. 3 

西富田 0.6 1.6 

北富田 4.9 36.2 

朝来 5.3 38.4 26.5 

生 馬 9.1 19.6 11.6 

岩 田 4.2 22.0 

市 ノ瀬 3. 1 33. 7 

鮎 Il | 1. 2 20.5 14.0 

栗栖川 1. 2 0.5 11. 8 23. 7 

二 川 1.8 1.1 3.1 14.1 

瀬戸鉛山 4.1 

日 宇且 0.3 13.3 

三 舞 0. 1 28.2 

富里 0. 7 0.5 2.4 

豊原 0.3 

近野 0.4 11. 9 

周参見 1.0 0.6 

三 川

ill 添

（％） 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Y

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Y

D

D

D

D

D

Y

D

D

 

r表 3」と「徴発物件一究表」より作成。

死
者
の
実
数

・
罹
災
率
の
最
大
は
西
牟
婁
郡
で
あ

り
、
総
合
的
に
み
て
も
県
下
最
大
の
罹
災
地
と
考
え

ら
れ
る
の
で
、
同
郡
に
焦
点
を
し
ば
り
、
郡
内
各
町

村
の
被
害
状
況
を
述
べ
て
み
る
。

『和
歌
山
県
史
近
現
代
史
料

』
に
所
収
さ
れ

て
い
る
山
東
西
牟
婁
郡
普
察
署
長
の
報
告
文
よ
り
整

理
し
た
の
が
表
3
で
あ
る
。
不
十
分

・
不
正
確
・
遺

漏
の
箇
所
も
あ
る
が
、
可
能
な
限
り
、
他
資
料
で
修

正
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
百
人
以
上
の
死

者
を
出
し
た
の
は
田
辺
町

・
朝
来
村

・
生
馬
村

・
岩

田
村
の
四
町
村
で
が
五
十
人
以
上
は
二
、
二
十
人
以

上
は
六
、
十
人
以
上
五
村
と
な
っ
て
お
り
、
会
津
川

富
田
川

・
日
置
川
沿
岸
の
町
村
は
多
大
な
犠
牲
者
を

出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
、
西
牟
婁
郡

内
の
被
害
は
大
き
い
け
れ
ど
も
、
郡
内
各
地
に
平
均

下
柳
瀬
で
は

的
に
罹
災
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
郡
西
部
に
集
中
し

て
い
た

の
で
あ
る
。
郡
西
部
の
前
記
三
河
川
の
流
域

で
死
者

0
の
村
は
日
置
川
筋
の
川
添
村

・
三
川
村
と

瀬
戸
鉛
山
の
三
村
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
『
大
塔
村

誌
』
に
三
川
村
に
つ
い
て
「
人
畜
の
死
傷
も
彬
か
ら

ず
、
山
崩
の
た
め
一
家
七
人
全
滅
の
悲
運
に
遭
遇
し

た
者
あ
り
…
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
人
的
被
害
が
あ

っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
川
添
村
の
市
鹿
野
で
は
、

人
畜
の
被
害
は
な
か

っ
た
も
の
の
、
家
屋
流
出
等
の

被
害
が
あ
っ
た
と
い
う
。

な
お
瀬
戸
鉛
山
村

（現
白

浜
町
）
は
当
時
の
村
域
が
狭
く
、
富
田
川
の
集
水
域

に
は
入
っ
て
お
ら
ず
、

被
害
も
小
さ
く
て
す
ん
で

い

る
。
以
上
よ
り
統
計
に
表
わ
れ
な
い
被
害
も
か
な
り

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

日
高
郡
龍
神
村
湯
本
で
は
十
五
人
、

会津川流域村

芳養川

富田川

日置川 ヶ

その他の水系

', 

ん

六
地
蔵
山
崩
壊
に
よ
っ
て
八
十
三
人
も
の
人
命
を
失

な
い
、
日
高
郡
内
の
三
十
八
％
強
の
被
害
を
う
け
て

い
る
が
、
西
牟
災
郡
に
お
い
て
も
富
田
川
の
上
流
域

の
二
川
・
栗
栖
川
各
村
で
の
死
傷
者
が
多
い
こ
と
か

ら
、
日
高
郡

・
富
田
川
の
水
源
域
、
つ
ま
り
奈
良
県

境
を
中
心
に
大
降
水
が
あ
り
、
そ
の
た
め
山
間
部
の

水
害
も
相
当
大
き
な
も
の
に
な

っ
た
と
い
え
よ
う
。

流
出
家
屋
は
、
平
野
部
の
広
い
村
か
河
口
部
に
立

地
す
る
町
村
に
多
い
。
日
本
の

川
は
「
滝
」
の
よ
う

に
急
流
だ
と
欧
人
に
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
洪
水
で
沖

積
低
地
に
溢
水

・
冠
水
し
て
も
、
シ
ワ
ノ
と
水
位
が

下
が

る
と
こ
ろ
は
珍
し
く
、
冠
水
し

て
浮
き
上
が
っ

た
家
を
濁
流
が
押
し
流
す
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
富

田
川

・
会
津
川
の
河
川
域
を
み
て
も
同
様
で
あ
る
。

富
田
川
で
は
、
あ
ま
り
に
も
多
い
水
量
が
、
岩
崎

1

A

B

C

D

Y
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保
呂
の
狭
陰
部
で
タ
ム
化
し
、
朝
米
盆
地
を
湖
沼
化

し
、
水
量
の
減
少
と
と
も
に
流
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
罹
災
率
か
ら
水
害
の
被
害
の
大
き
さ
を
み

て
み
よ
う
。
（
表
四
）

死
傷
者
実
数
の
多
い
朝
来

•

生
馬

・

岩
田
・
北
富

田
・
市
ノ
瀬
の
富
田
川
各
村
を
会
津
川
筋
の
下
秋
津

村
の
福
災
率
が
高
く
な

っ
て
お
り
、
流
失
家
届
も
朝

来
・
南
富
田
・
北
富
田
を
中
心
に
高
く
、
ほ
と
ん
ど

壊
滅
状
態
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
二
十
％
以
上
の

流
失
を
出
し
た
村
は
八
村
で
、
会
津
・
富
田

・
日
置

二
河
川
の
流
域
村
の
二
十
三
・
ー
ニ
％
に
も
あ
た
る
。

ま
た
家
屋
浸
水
率
を
み
て
も
、
和
歌
山
市
ほ
ど
大
規

模
で
は
な
い
に
し
て
も
会
津
川
下
流
域
の
万
呂
・
湊

西
ノ
谷
各
村
と
田
辺
町
の
罹
災
率
が
高
い
こ
と
が
わ

か
る
。
以
上
よ
り
若
干
の
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
被

害
実
数
の
多
い
村
は
罹
災
率
が
高
く
、

一
応
相
図
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
最
激
甚
地
で
あ
っ
た
会
津
川
・
富
田
川
の

水
系
別
被
害
状
況
を
み
る
と
（
表
5

)

と
な
る
。
各
河
川

の
権
災
率
（
流
域
人
口
ま
た
は
戸
数
に
対
す
る
被
害

の
割
合
）
は
、
富
田
川
水
系
が
最
も
多
く
、
死
者
は

百
人
中
三
人
弱
、
流
失
家
屋
は
五
一戸
に
一
戸
の
割
で

被
害
に
あ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
最
激
甚
地
と
い
わ
れ

る
十
津
川
水
系
よ
り
も
大
き
な
被
害
を
う
け
た
こ
と

か
わ
か
る
。
会
津
川
は
富
田
川
よ
り
も
河
川
延
長
も

流
域
面
積
も
小
さ
い
。
そ
こ
で

一
定
面
積
あ
た
り
の

被
害
状
況
（
被
害
密
度
）
を
計
算
す
る
と
、
会
津
川

で
は

一
平
方
計
あ
た
り
三
人
強
の
死
者
か
あ
り
、
富

田
川
・
十
津
川
よ
り
も
大
き
い
。
明
ら
か
に
会
津
川

表 5 流 域 別 災 害 規 模

□ 流域面積 全戸数 全住民数
罹災率 （％） 流域面積罹災率（％）

（畑f) （戸） （人） 死 者 流失家屋 死者 流出家屋

会津川 85 4,900 22,180 0.94 10.1 3.37 5.86 

富田川 247 3,638 20,440 2.89 21. 5 2.28 3.21 

十津川 998 4,642 24,102 1.03 18.3 0.25 0.36 

注 1.全い数・住民数は「徴発物件ー一覧表」によ った。

2.流失家屋率、 流失家屋数十全戸数

3.流域面積罹災率とは流失家屋数十流域面積で求めた。

死者数十 ク ', 

の
方
が
災
害
密
度
が
大
き
く
、
景
観
的
に
み
て
も
壊

滅
的
な
被
害
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
と
い
え
よ
う
。
こ
れ

が
、
今
回
で
は
触
れ
な
い
が
、
会
津
川
の
復
旧
に
手

間
ど
っ
た
大
き
な
要
因
で
あ
る
。

水
害
は
、
八
月
十
七
日
夕
刻
よ
り
降
り
は
じ
め
、

十
八
日
よ
り
豪
雨
、
暴
風
、
十
九
日
も
続
き
、
同
日

午
後
三
時
頃
に
堤
防
決
壊
し
、
野
水
と
合
わ
せ
水
位

が
六
ー
八
2
い
も
上
が
り
、
低
地
の
住
宅
は
悉
く
浸
水

流
出
し
た
。
そ
の
後
夕
方
に
か
け
、
雨
も
小
止
み
に

な
り
、

川
も
減
水
、
し
か
し
夜
半
こ
ろ
か
ら
再
び
豪

雨
が
お
こ
り
、
午
後
十
時
こ
ろ
か
ら
二
十
日
に
か
け

て
大
洪
水
が
発
生
し
、
前
回
よ
り
も
大
き
な
被
害
を

出
し
た
。
水
に
浸

っ
た
京
八
旅
館
の
二
階
の
全
焼
や

浄
行
寺
天
井
裏
に
百
二
十
余
名
の
避
難
等
の
話
も
こ

の
二
度
目
の
水
害
時
で
あ
り
、
こ
の
時
、
時
間
雨
鼠

百
六
十
八
｀
炉
の
記
録
的
な
豪
雨
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
和
歌
山
気
象
台
の

『
区
内
日
雨
量
原
簿
』

に
よ
れ
ば
、
十
九
日
か
ら

]
+
H
に
か

け
て
、

日
雨

鼠
九
百
一
・
七
昴
と
い
う
破
格
の
降
雨
か
あ
り
、
日

本
の
歴
代
第
八
位
の
雨
量
で
あ
る
。
こ
の
大
降
雨
が

大
洪
水
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
水
害
の
状

況
を
田
辺
に
あ
る
資
料
を
中
心
に
み
て
き
た
。
田
辺

以
北
の
御
坊
や
湯
浅
、
和
歌
山
筈
は
総
し
て
田
辺
よ

り
被
害
の
う
け
る
時
間
帯
が
遅
い
と
い
え
る
。

水

害

と

気

象

こ
の
未
曽
有
の
大
洪
水
を
も
た
ら
し
た
の
は
台
風

が
原
因
で
あ
る
。
当
時
は
台
風
と
い
う
用
語
は
な
く

野
分
か
腿
風
で
あ
っ
た
。
荒
川
秀
俊
著

『
お
天
気
日

本
史
』
に
よ
れ
ば
、
台
風
と
い
う
用
語
は
昭
和
九
年

の
室
戸
台
風
か
ら
で
あ
り
、
気
象
用
語
と
し
て
用
い

ら
れ
た
の
は
太
平
洋
戦
争
後
で
あ
る
と
い
う
。
水
害

の
各
資
料
に
は
台
風
と
い
う
用
語
は
用
い
ら
れ
て
い

な
い
が
、
「
官
報
」
に
あ
る
風
向
を
図
に
お
と
し
た
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図 2 明治22年 8月 台風の風向

→18日午前 6時の風向

→ ” 午後 2時の風向

--、ぅ ，， 午後 9時の風向
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図 3 明治22年 8月 台風の進路

C ‘  

． 

グ
6峙

ヽ
後 9時

ヘ
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2時

6埒

り
、
八
月
二
十
日
付
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
、
同
二
十
八

日
付
「
東
京
日
々
新
聞
」
記
事
に
よ
れ
は
、
台
風
の

状
況
そ
の
も
の
で
あ
る
。

（図
2

)

。

「
官
報
」
に
あ

る
気
圧
の
仏
里
を
討
に
換
算
し
、
そ
れ
を
中
心
気
圧

と
仮
定
し
、
そ
の
位
置
、
時
間
、
規
模
を
図
示
す
れ

ば
図

3
に
な
り
、
第
二
室
戸
台
風
と
ほ
と
ん
ど
同
じ

コ
ー
ス
を
た
ど

っ
た
も
の
と
考
え
る
。
し
か
も
最
大

風
速
二
十
五
ー
三
十
四
いい
の
「
並
み
」
の
台
風
規
模

な
が
ら
、

進
度
が
遅
く
、
し
か
も
紀
伊
水
道
ま
で
、

発
達
し
な
か
ら
進
ん
で
来
た
こ
と
か
被
害
を
大
き
く

0 300km 
9 1 1 

官報より作成

し
た
所
以
で
あ
る
。

八
月
に
本
州
横
断
の
台
風
は
珍
ら
し
く
、
太
平
洋

高
気
圧
の
勢
力
の
弱
さ
や
異
常
気
象
が
そ
の
原
因
と

考
え
る
。
こ
の
年
は
天
候
不
順
で
雨
か
多
く
、
梅
雨

期
ま
で
、
晴
天
日
は
十
日
あ
た
り
―
-
、
三
日
の
有
様

で
梅
雨
期
は
寒
く
、
袷
着
用
の
人
も
少
く
な
か
っ
た
。

七
月
に
入

っ
て
も
「
陰
晴
定
ら
す
」
そ
の
上
蒸
熟
の

日
等
、
気
温
格
差
も
大
き
か

っ
た
。
八
月
も
連
続
し

た
晴
天
日
は

一
日

1
七
日
し
か
な
か
っ
た
。
ま
た
、

水
害
後
の
二
十

□日
1
二
十
五
日
の
間
も
陰
晴
定
ま

平
成
元
年
七
月
二
十
日
稿

ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
梅
雨
明
け
は
七
月
二
十
五
日

頃
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

い
づ
れ
に
せ
よ
こ
の
年
の
太
平
洋
高
気
圧
の
張
り

出
し
方
は
尋
常
で
は
な
く
、
こ
れ
か
紀
伊
半
島
に
台

風
を
上
陸
さ
せ
た
主
因
で
あ
り
、
多
く
の
尊
い
人
命

を
失

っ
た
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

こ
の
よ
う
な
大
水
害
を
う
け
た
後
の
地
域
変
貌
、

復
旧
と
そ
れ
に
伴
う
問
題
と
そ
の
解
決
に
つ
い
て
も

述

へ
よ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
紙
面
の
都
合
上
割
愛

せ
ざ
る
を
え
な
い

。
今
ま
で
述
べ
て
き
た
点
を
箇
条

書
に
す
る
と

H
明
治
大
水
害
は
本
県
近
代
史
上
最
大
の
も
の
で

全
国
的
に
み
て
も
九
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
。

□同
時
に
受
け
た
十
津
川
水
害
の
方
か
研
究
が
進

ん
で
い
る
の
は
一
っ
は
科
学
的
な
調
査
資
料
が
あ
る

こ
と
で
あ
る
。

□こ
の
大
水
害
は
紀
南
（
西
牟
妻

・
日
高
両
郡
）

を
中
心
に
お
こ
っ
た
が
、
全
県
的
な
広
範
囲
な
も
の

で
あ
っ
た
。

四
主
な
水
害
の
原
因
は
、
台
風
に
よ
る
未
曽
有
の

降
水
と
、
近
代
日
本
に
変
貌
し
た
た
め
経
済
成
長
に

伴
な
う
乱
開
発
が
相
乗
化
し
た

こ
と
で
あ
る
。
等

こ
の

小
稿
は
本
年
二
月
例
会
に
発
表
し
た
も
の
の

一
部
で
、
田
辺
市
発
行
の
「
明
治
二
十．

一年
大
水
害

の
概
要
」

を
抄
述
化
し
た
も
の
で
、
重
復
す
る
と
こ

ろ
も
多
い
こ
と
を
御
了
解
願
い
た
い

。
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金剛峯寺 真然堂 景
し
全

概

説

金
剛
峯
寺
は
、
高
野
山
の
中
で
も

一
山
の
ほ
ぼ
中

央
に
位
置
し
、
こ
の
地
は
も
と
真
然
大
徳
の
住
坊
で

あ
っ
た
。
そ
の
背
面
の

一
段
高
い
所
に
第
二
世
真
然

大
徳
僧
正
の
廟
所
（
現
在
は
三
間
堂
檜
皮
葺
の
方
形

造
）
と
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。
（
写
真

1

)

当
初
の
建
物
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
真
然
大

徳
の
住
坊
の
跡
に
、
覚
竣
上
人
（
後
に
根
来
寺
を
開

創
）
が
伝
法
院
を
建
立
し
、
さ
ら
に
興
山
寺
、
そ
し

て
青
巌
寺
が
建
て
ら
れ
、

明
治
維
新
に
至
り
金
剛
峯

寺
総
本
山
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
。

第
二
世
真
然
大
徳
は
、
弘
法
大
師
の
甥
に
当
り
、

大
師
の
十
大
弟
子
の
一
人
で
あ
る
真
雅
の
弟
子
で
あ

っ
た
。
弘
法
大
師
は
高
野
山
を
姉
の
子
の
智
泉
に
譲

り
た
か
っ
た
が
、
わ
ず
か
三
十
七
オ
の
若
さ
で
世
を

去
っ
た
、
そ
の
た
め
大
師
御
入
定
に
際
し
、
十
大
弟

子
の

一
人
実
慧
（
東
寺
の
第
二
世
座
主
）
を
大
師
の

師
表
と
し
、
高
野
山
開
創
に
当

っ
て
は
若
い
青
年
僧

が
必
要
な
た
め
、
甥
に
当
る
真
然
が
後
を
継
ぐ
こ
と

に
な
り
諸
伽
鑑
の
建
立
に
当

っ
た
、
そ
の
主
な
建
造

物
は
大
塔
を
始
め
、
西
塔、

小
塔
（
碓
祇
塔
）
、
鐘
楼
、

経
蔵
、
食
堂
、
准
腿
堂
、
弥
勒
堂
等
数
々
の
建
物
を

建
立
し
、

一
大
事
業
を
成
し
遂
げ
た
。

真
然
大
徳
は
、
寛
平
元
年
（
八
八
九
）
三
月
に
弟

移で m 辺れれとこま落つ覚ー長 が壇〇お墳に年知
動‘のは る たしのれ慶： 竣 二承第知で m よ墓は ＾ 見真 地
し少方五 °とて時た供伝上已元二らあのその墳八さ然 下
てし形‘そ考建多時養法人一年期れる方三 一 墓 九 れ堂 調
造南基三のえて宝でが院に頃 ＾は たこ形‘辺＾ ―た 解 査
らに壇〇 ー らら塔‘営のよ‘ - ‘ °と土六は図ーこ体

‘ー のと修
ー真は理
と然‘に
し大第伴
て徳 ー い

祀 ＾ 期‘

疇諏譴疇諏謳攣麟瓢枷声呻四―..--[̀冒：
い師ー構
たーはの
゜入寛調
そ寂平査
の時 三 で

県
指
定
文
化
財

金
剛
峯
寺
真
然
堂
保
存
修
理
事
業
に
つ
い
て

蔵骨器 （縁釉四足壺）

図 1 第 1期 真然墳墓 寛平 3年 (891)

子
の
痔
長
を
座
主
と
し
、
二
年
後
の
寛
平
三
年

（八

九

一
）
九
月
十
一
日
、
八
十
九
オ
で
死
す
が
、

三
十

三
オ
か
ら
実
に
五
十
六
年
間
も
長
期
に
渡
り
暫
励
し

た
の
で
あ
る
。
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図2 基壇築成平面図

ヽ

り

介

図 3 II期聖霊堂長承 1年 (1132) （多宝塔）

『霊瑞縁起』1293年 『密厳上人行状記』

れ
て
い
た
。

（
図
二
）
ま
た
、
土
中
か
ら
は
、
軒
に
釣
る
さ
れ
る

風
鐸
の

一
部
で
舌
の
下
に
あ
る
風
招
の
断
片
が
発
見

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
多
宝
塔
で
あ

っ
た
確
証
は
更

に
裏
付
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
「
霊
瑞
縁
起
」

(
―
二

九
三）

及
び
「
密
巌
上
人
行
状
記
」
に
よ
る
と
聖
霊

堂
と
し
て
多
宝
塔
建
立
と
記
る
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
間
違
い
な
い
と
推
察
さ
れ
る
。

（
図
三
）

第
三
期
は
十
五
世
紀
頃
と
思
わ
れ
、
第
二
期
の
う

ヽ

え
に
さ
ら
に
盛
土
し
て
基
壇
を
築
い
て
い
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
。

「
高
野
山
諸
院
家
帳
」
(
-
四
七
三
）

に
は
「
塔
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
基
壇
築

成
図
参
照
）

第
四
期
は
、
寛
永
十
七
年

（一

六
四

0
)
に
表
面

を
少
し
削
平
し
た
う
え
に
盛
土
し
、

一
辺
を
六
、
ニ

o

m
程
の
基
壇
が
築
成
さ
れ
て
い
た
、
こ
れ
が
現
在

の
三
間
堂
基
壇
で
あ
る
。
（
図
四
）

な
お
、
今
回
の
発
掘
調
査
に
よ
り
、

現
在
の
基
壇

上
か
ら
約

一
、

0
0
m
下
に
、
第
二
期
の
遺
構
面
か

ら
鉄
板

（三
O
X
十
六
、
五
X
0
四
C

m

)

と
、
そ
の

下
か
ら
蔵
骨
器
が
発
見
さ
れ
た
、
そ
の
蔵
骨
器
は
縁

釉
花
葉
文
四
足
壺
（
舎
利
器
）
で
壺
の
四
面
に
は
茎

と
葉
を
描
き
、
蓋
に
は
宝
相
華
の
花
を
図
案
化
し
た

陰
刻
文
様
が
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
光
沢
あ
る
薄
縁

釉
壺
は
九
世
紀
後
半
の
も
の
と
言
わ
れ
、
現
在
で
は

比
叡
山
の
四
明
嶽
か
ら
小
型
の
縁
釉
四
足
壺
の

一
部
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が
出
土
し
て
い
る
が
、
こ
れ
よ
り
古
く
、

上
蓋
の

一

部
の
欠
損
は
あ
る
が
完
結
品
で
あ
ろ
う
。

こ
の
縁
釉
壺
は
今
回
発
掘
し
た
際
に
は
、
す
で
に

蓋
の

一
部
が
少
し
欠
損
し
て
お
り
、
一

旦
取
り
出
さ

れ
再
び
埋
設
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ

と
は
覚
授
上
人
が
伝
法
院
を
建
立
し
た
時
に
聖
霊
堂

を
建
て
た
（
多
宝
塔
）
と
言
う
伝
法
院
縁
起
と
も

一

致
す
る
。

図4 m期

w期

15世 紀 塔 （真然御廟）

『高野山諸院家帳』1473年

真然堂 寛永17年 (1640)

『棟札』 『高野春秋』

構
造
形
式

概
要
桁
行
三
間
、
梁
間
三
間
、
向
拝

一
間
、
屋

根
方
形
造
、
檜
皮
葺
、
南
面
し
て
建
つ

。

平

面

三
間
四
面
に
向
拝
を
付
け
、
梁
行
後
端
中

央
間
に
仏
壇
を
設
け
る
。

基

礎

向
拝
は
石
製
礎
盤
と
し
、
身
舎
は
石
垣
基

壇
積
み
、
柱
石
、
縁
束
石
は
縁
泥
片
岩
自
然
石
を

据
え
る
。

軸

部

身

舎
は
丸
柱
礎
石
建
、

足
固
貫
、
腰
貫
、
内
法
貰
、

顕
貰

（木
鼻
付
）
を
通
し
、

切
目
長
押
、
内
法
長
押
を
廻

す。

向
拝
は
面
取
角
柱
を
建

て
、
木
鼻
付
頭
貫
を
架
け
る
。

斗

挟

身

舎

は

柱

上

に

出

三

ノ
斗
組
実
肘
木
を
付
け
丸
桁

を
受
け
る
。

向
拝
は
連
三
ソ

斗
組
と
し
、
手
挟
を
入
れ
丸

桁
を
受
け
る
。

軒
廻
り

二
軒
繁
垂
木
、
化
粧

隅
木
鼻
は
垂
れ
下
り

（禅
宗

様
）
を
付
け
、
上
端
に
は
隅

木
蓋
を
置
く
、
向
拝
は

一
軒

と
し
鎚
破
風
板
は
身
舎
の
飛

櫓
垂
木
よ
り
造
り
出
す
。

小
屋
組
桁
行
に
大
梁
を
架
け
、

そ
の
上
に
垂
木
掛
を
井
桁
組

と
し
、
そ
の
内
側
に
梁
行
の

束
踏
を
入
れ
左
義
長
組
と
し

| 9.00 9 . 

-[| | II]I--:----

図 5

・ - -

竣工平面図

て
露
盤
受
と
す
る
。
ま
た
隅
に
は
野
隅
木
を
架
け

る
。
母
屋
束
は
大
梁
及
び
梁
行
に
入
側
継
ぎ
を
入

れ
そ
の
上
に
束
を
建
て
る
。

屋

根

方

形
造
、
檜
皮
葺
と
し
二
重
軒
付
と
す
る

棟
に
は
露
盤
、
伏
鉢
、
宝
珠
を
据
え
る
。

縁

廻

り

建

物
四
周
に
切
目
縁
を
廻
し
、
縁
束
角
柱

縁
葛
、
隅
叉
首
を
入
れ
正
面
に
五
級
木
階
段
を
付

け
る
。

天

井

折

上

げ

小
組
格
天
井
、
仏
壇
内
部
は
小
組

格
天
井
と
す
る
。

柱
間
装
置
正
面
中
央
間
に
幣
軸
構
え
両
開
桟
唐
戸

を
吊
り
内
側
に
は
腰
高
明
障
子
を
建
て
込
む
、
正

面
両
脇
間
は
蔀
戸
を
吊
り
内
側
に

子
持
ち
明
障
子

を
建
て
る
、
両
側
面
前
端
間
は
横
舞
良
戸
引
違
と

し
内
に
片
引
明
障
子
を
入
れ
る
。
そ
の
他
の
間
は

横
板
壁
に
化
粧
間
柱
を
入
れ
る
。
（
図
面
五
ー
九
）
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図 6 竣工正面図 図 7 竣工側面図
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図 8 竣工横断面図（梁行）

主
要
寸
法

桁

行

総

柱

間

真

々

五

、

0
0
0
m

梁

間

ヶ

五

、

0
0
0
m

向
拝

桁

行

柱

内
真
々

二
、

一
四

一
m

向
拝
梁
間

ヶ

ニ
、
四
三
九

m

軒
の
出

柱
真
よ
り
茅
負
外
角

一
、
七
六
五

m

軒

高

礎

石

ー

茅

負

外
角

三
、
七
四

0
m

棟

高

ク

1
宝
珠
天

六

、

九
八

0
m

平
面
積
柱
真
内
面
積
（
向
拝
含）

三

0
、
二
ニ
，m

軒

面

積

茅

負

内

（向
拝
含
）
七
九
、

三

0
,m

屋

根

面

積

平

荘

面

一

0
五
、

0
0
,m

現
存
の
建
物
に
つ
い
て

真
然
堂

（第
四
期
）
は
、
紀
伊
続
風
土
記
に
よ
る

と
寛
永
十
九
年

（一

六
四
二
）
九
月
十

一
日
に
「
検

校
覚
運
新
に
廟
堂
に
寄
附
す
る
」
と
あ
り
、
ま
た
、

寛
永
十
七
年
（

一
六
四
0

)

八
月
十

一
日
記
の
「
棟

札
」（
棟
札
写
一0
)

(
写
真

2

)

及
び
「
高
野
春
秋
」
に

は
青
巌
寺
真
然
堂
上
棟
と
記
さ
れ
、
今
回
建
物
の
解

体
調
査
の
結
果
、
南
東
隅
の
隅
実
肘
木
下
端
に
「
寛

永
十
七
年
五
月
十
六
日
」
の
墨
書
が
発
見
さ
れ
、
形

式
技
法
及
び
手
法
か
ら
も
こ
の
時
の
建
立
と
知
ら
れ

―-1 二三—j—←！ー―-三—
, 9..,, j 

図 9 竣工縦断面図（桁行）
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我
等
今
敬
礼

（

ウ

ン

）

聖
主
天
中
天

迦
陵
頻
伽
磐

哀
聴
衆
生
故

全

長

6

5

8
mm

大
願
主
帝
秤
天
王

賓
性
院
入
寺
政
等

一
切
日
皆
善

一
切
宿
皆
賢
諸
佛
皆
威
徳

若
末
法
世
人
長
誦
此
奨

言

奉

行

學

侶

方

正
龍
院

寛
永
十
七
年
八
月
十

一
日
大
工
藤
原
朝
臣
藤
左
衛
門
家
吉

刀

兵

不

能

害

水

火

不

焚

漂

奉

行

々

人

方

梅

院

羅
漢
皆
行
満
以
斯
誠
実
言
願
我
常
吉
袢

肩

長

6

4
0
m
m

1
0
寛
永
十
七
年
棟
札

材

質

杉

真

然

講

堂

應

校

法

院

弘

翁

万
福
院

大
檀
那
大
焚
天
王

無
量
壽
院
阿
間
梨
澄
榮

肩
巾
2
0
5
m
m

こ
の
時
の
大
工
は
、
藤
原
朝
臣
藤
左
衛
門
尉
家
吉

が
棟
梁
で
あ
り
、
修
理
奉
行
は
学
侶
方
か
ら
正
龍
院
、

行
人
方
か
ら
梅
院
が
あ
た
り
、
検
校
法
印
弘
翁
に
よ

っ
て
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

万
延
元
年

(-
八
六
0

)

＋
月
の
大
火
は
護
摩
堂

よ
り
出
火
し
、
青
巌
寺
の
諸
建
物
は
ほ
と
ん
ど
全
焼

し
た
が
、
真
然
堂
は
一
段
高
い
所
に
建
て
ら
れ
て
い

た
た
め
類
焼
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
る
。

こ
の
建
物
は
、
構
造
形
式
の
箇
所
で
も
述
べ
た
が
、

素
朴
な
中
に
も
古
式
な
手
法
を
示
し
、
江
戸
時
代
初

期
の
変
遷
を
知
る
う
え
に
も
貴
重
な
建
物
で
あ
り
、

下
巾

l

8

5
mm

厚
さ

l
2
m
m

ま
た
、
建
立
以
来
解
体
修
理
は
今
回
が
初
め
て
で
あ

2

寛
永
棟
札
写
真

る
こ
と
も
解
体
の
結
果
明
ら
か
と
な

っ
た
。

建
立
以
後
の
修
理
に
つ
い
て
は
、
第
一
回
目
は
、

三
五
年
を
経
過
し
た
延
宝
三
年

（
一
六
七
五
）
に
屋

根
葺
替
修
理
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
解
体
中

に
小
屋
内
よ
り
修
理
棟
札
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
棟
札

（図
11
）
（
写
真
3

)

に
よ
る
と
慶
安
三
年
(
-
六

五
0

)

の
祈
祷
札
の
裏
に
書
か
れ
て
い
た
。
そ
の
後

の
修
理
に
つ
い
て
は
資
料
も
な
く
詳
ら
か
で
な
い
が
、

二
五
年
前
後
に

一
度
や
、
五

0
年
毎
の
御
遠
忌
に
は
、

そ
れ
な
り
の
小
修
理
や
屋
根
葺
替
修
理
が
繰
り
返
え

さ
れ
て
き
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
大
規

模
な
修
理
が
建
物
の
状
況
か
ら
み
て
十
八
世
紀
前
半

頃
（
元
文
頃
）
に
は
、
軒
か
ら
上
を
解
き
、
垂
木
、

隅
木
、
木
負
、
茅
負
等
が
取
替
え
ら
れ
て
い
る
、
ま

た
内
部
の
仏
壇
構
え
も
当
初
背
面
中
央
一
間
を
三
間

と
し
て
造
り
替
え
（
写
真
4
.
5
)
、
中
央
間
は
長

押
構
え
と
し
、
両
脇
間
は
火
灯
型
の
仏
壇
構
え
に
改

変
さ
れ
、
さ
ら
に
、
向
拝
の
礎
盤
、
柱
、
虹
梁
、
丸

桁
、
垂
木
等
も
こ
の
時
の
修
理
で
変
え
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
近
年
に
至
っ
て
は
、
仏
壇
間
仕
切
板
壁
に

昭
和
十
四
年
の
墨
書
が
あ
り
、
こ
の
時
も
相
当
大
規

模
な
修
理
で
、
軒
廻
り
や
、
小
屋
組
の
補
強
（
小
屋

梁
に
火
打
を
振
れ
止
め
）
や
隅
桔
木
の
挿
入
、
飛
櫓

隅
木
を
吊
金
具
で
吊
り
上
げ
る
な
ど
、
ま
た
柱
間
に

は
板
壁
に
筋
違
を
添
え
、
仏
壇
廻
り
も
中
央
背
面
板

壁
を
撒
去
し
て
約
三
O
c
m
外
に
張
り
出
す
等
の
改
変

が
見
ら
れ
た
。

こ
の
時
期
に
第
二
世
真
然
大
徳
坐
像
の
厨
子
を
他

か
ら
移
し
て
米
、
ま
た
、
両
側
面
の
柱
を
欠
き
取
り

真
言
八
祖
図
を
張
る
等
の
改
造
が
行
な
わ
れ
た
も
の
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と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
後
世
改
変
部
に
つ
い
て

は
、
建
立
当
初
の
形
式
に
復
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の

内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

現
状
変
更
説
明

一
、
背
面
中
央
間
の
張
出
し
を
撤
去
し
た
。

修
理
前
は
、
背
面
中
央
間
に
は
約
三
O
c
m
の
張
出

し
を
設
け
て
い
た
が
、
こ
の
部
材
は

一
見
し
て
新
し

＜
昭
和
十
四
年
修
理
時
の
仕
事
と
思
わ
れ
る
。

背
面
中
央
間
柱
の
向
い
合
わ
せ
面
は
約
三
e
m
厚
で

研
ら
れ
、
柱
面
に
は
頭
貫
、
飛
貰
が
切
断
さ
れ
て
残

り
、
ま
た
、
板
溝
及
び
切
目
長
押
の
襟
輪
欠
き
仕
口

（裏 （
表

〇
九
月
廿

一
日

仕

手

為

□□
三
兵
衛
書
之

乙
,H
グ

奉

納

御

上

葺

棟

札

延
宝
三
年

頭
料
摂
州
大
坂
之
住
檜
皮
屋
山
西
治
郎
左
衛
門
尉

七

月 慶

安

1
1
延
宝
三
年
棟
札

全
長

5
1
5
m
m

肩

長

5

1
l
m
m

材
質

杉

吉

旧
は
頭

も
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
痕
跡
に
よ
り
、

貰
、
飛
貰
が
通
り
、
板
壁
と
な
る
。

二
、
向
拝
に
手
挟
み
を
復
し
、
向
拝
を
整
え
る
。

向
拝
は
後
世
の
修
理
時
に
礎
盤
、
柱
、
虹
梁
、
打

大
阪

同
利
エ
門

羊

日

ネ

（ウこ

奉

修

愛

染

明

王

供

豪
康

三

稔
寅

3

延
宝
三
年
祈
祷
札
写
真

肩
巾
ー
1
0
m
m

手
代

升
口
吉
兵
衛

同

同

三

兵

衛

市

兵

衛

長

三

郎

当
地

庄
兵
衛

下
巾
9
5
m
m

七
兵
衛

白

千

座

満

山

安

全

祈

所
敬

屏

さ

8

mm

越
垂
木
が
取
替
え
ら
れ
て
お
り
、
当
初
材
は
鎚
破
風

板
、
斗
扶
、
茅
負
の
み
で
あ
る
。

向
拝
の
斗
挟
は
連
三
ソ
斗
組
で
、
実
肘
木
を
入
れ

丸
桁
を
受
け
る
か
、
手
挟
、
幕
股
が
欠
失
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
礎
盤
、
柱
、
虹
梁
も
改
変
さ
れ
、
い
ず
れ

も
同
時
代
の
も
の
を
参
考
に
復
旧
整
備
し
た
。

三
、
梁
行
後
端
間
三
間
の
仏
壇
構
え
を
、
中
央
間
＿

間
の
仏
壇
構
え
に
復
す
る
（
写
真
5

)

。

修
理
前
の
仏
壇
は
三
間
に
区
分
さ
れ
、
両
脇
間
は

半
柱
を
建
て
火
打
状
の
椎
を
入
れ
、
欄
間
及
び
腰
部

の
格
座
間
に
彫
刻
を
嵌
め
込
み
、
さ
ら
に
壇
上
に
は

1

.r
!
 

W

ーし
げ

h
'

^
f
、
)｀
 

4.修理前三間の仏壇構え
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反
り
花
付
き
台
座
を
設
け
て
い
た
。

梁
行
内
部
の
内
法
長
押
は
仏
壇
境
通
り
の
位
置
で

止
ま

っ
て
い
る
が
、
背
面
隅
柱
に
は
、
長
押
の
襟
輪

欠
き
仕
口
が
残
り
、
旧
は
内
法
長
押
が
背
面
ま
で
廻

っ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
更
に
仏
壇
境
通
り
の
半
柱

は
他
の
当
初
材
と
比
較
し
て
も
新
し
く
、
ま
た
、
無

目
鴨
居
を
半
柱
よ
り
背
面
寄
り

（仏
壇
内
）
の
内
側

を
破
り
胴
縁
を
入
れ
、
天
井
長
押
ま
で
の
間
を
一
面

の
壁
と
す
る
等
、
後
補
の
仕
事
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

中
央
間
に
お
い
て
も
現
在
の
仏
壇
枢
よ
り
約
三
三

e
m
上
に
旧
仏
壇
相
の
取
付
い
た
埋
木
が
残
り
、
梁
行

仏
壇
両
脇
間
境
は
現
状
の
壁
板
下
に
当
初
壁
板
が
そ

の
ま
ま
残

っ
て
い
た
。

天
井
は
現
状
で
は
、

折
上
げ
小
組
格
天
井
が
仏
壇

5.竣工仏壇構え

位
置
で
終
っ
て
い
る
が
、
も
と
は
梁
行
後
端
間
ま
で

天
井
廻
り
縁
が
そ
の
ま
ま
延
び
て
い
た
こ
と
が
判
る
。

そ
の
廻
り
縁
の
端
に
は
留
の
仕
口
が
あ
り
、
ま
た
支

輪
の
割
付
口
と
合
う
小
組
格
子
が
小
屋
内
よ
り
発
見

さ
れ
た
。

仏
壇
内
は
格
天
井
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
昭
和
十

四
年
に
取
替
え
ら
れ
た
も
の
で
、
部
材
も
新
し
く
、

洋
釘
打
と
さ
れ
て
い
た
。
今
回
は
当
初
の
小
組
格
天

井
に
復
し
た
。

よ
っ
て
仏
壇
通
り
の
両
脇
仏
壇
を
撒
去
し
、

中
央

間
佐
壇
を
現
在
の
高
さ
よ
り
三
三

e
m
高
め
旧
に
復
し
、

天
井
も
両
脇
仏
壇
上
は
、

一
連
の
折
り
上
げ
小
組
格

天
井
と
し
た
。

四
、
両
側
面
中
央
間
の
真
言
八
祖
図
の
張
り
壁
を
撤

去
し
、
柱
、
横
板
壁
を
表
す
。

真
言
八
祖
図
は、

両
側
面
中
央
間
及
び
仏
壇
通
り

半
柱
位
置
ま
で
に
四
面
ず
つ
張
ら
れ
て
お
り
、
両
側

面
中
央
間
後
寄
り
の
柱
の
内
法
部
分
（
長
さ

一
、
ニ

m

)

を
六

emの
厚
さ
で
研
ら
れ
、
下
地
張
り
に
は
大

正
十
二
年
の
記
の
あ
る
寄
進
脹
が
使
わ
れ
て
い
た
。

下
地
枠
組
み
も
丸
釘
の
仕
事
で
あ
り
、
昭
和
十
四
年

の
仕
事
が
明
ら
か
で
あ
り
、
よ
っ
て
こ
の
張
り
壁
を

撒
去
し
て
、
柱
と
横
板
壁
を
復
し
た
。

工
事
概
要

工
事
は
昭
和
六
十
三
年
八
月
に
着
手
し
、
素
屋
根

の
建
設
、
工
事
資
材
搬
入
用
桟
橋
、
工
作
保
存
小
屋

等
を
建
設
の
う
え
、
真
然
堂
の
解
体
に
着
手
し
、
解

体
中
は
、
技
法
、
破
損
及
び
後
世
改
変
箇
所
等
の
痕

跡
調
査
を
実
施
し
、
昭
和
六
十
三
年
十

一
月
に
建
物

解
体
を
完
了
し
た
。

引
続
き
基
礎
工
事
に
先
立
ち
、
周
知
の
遺
跡
で
も

あ
る
た
め
基
壇
部
の
発
掘
届
を
県
に
提
出
し
、
そ
の

許
可
を
得
て
、
地
盤
造
成
の
状
態
及
び
前
身
建
物
の

有
無
に
つ
い
て
発
掘
調
査
を
実
施
し
た

（地
下
調
査

の
項
参
照
）
そ
の
後
、
基
壇
の
積
み
直
し
、
礎
石
の

据
付
を
行

っ
た
。
木
工
事
は
補
足
木
材
の
購
入
、
新

材
加
工
、
古
材
の
繕
い
等
を
実
施
し
軸
部
の
組
立
ま

で
完
了
し
た
。

昭
和
六
十
三
年
度
に
引
続
き
、
平
成
元
年
度
は
、

建
物
解
体
中
に
実
施
し
た
調
査
等
に
基
づ
き
、
和
歌

山
県
文
化
財
保
護
審
議
会
建
造
物
・
埋
蔵
部
会
を
開

き
、
現
状
変
更
の
協
議
を
行
い

（現
状
変
更
説
明
の

項
参
照
）
改
変
箇
所
の
復
旧
と
、
斗
挟
、
軒
廻
り
、

小
屋
組
、
野
地
を
組
み
上
げ
、
屋
根
檜
皮
葺
工
事、

造
作
、
建
具
、
金
具
、
排
水
工
事
等
を
実
施
し
、
平

成
元
年
十
月
末
に
完
成
し
た
。

補
助
対
象
事
業
費

三
六
、

0
0
0、
0
0
0円

昭
和
六
十
三
年
度

二

0
、

0
0
0、
0
0
0円

平
成
元
年
度

一
六、

0
0
0、
0
0
0円

そ
の
他
、
財
団
法
人
文
化
財
保
護
振
興
財
団
よ
り
、

金
剛
峯
寺
に
五
、

0
0
0、
0
0
0円
の
助
成
を
項

き
、
石
櫃
、
真
然
大
徳
坐
像
、
厨
子
、
真
言
八
祖
像

の
表
装
、
工
事
報
告
書
及
び
周
囲
の
整
備
事
業
等
に

当
て
、
総
事
業
費
は
四
千

一
百
万
円
を
費
し
た
。

な
お
、
今
回
真
然
堂
は
、
第
二
世
真
然
大
徳

（伝

燈
国
師
）
一

千
百
年
御
遠
忌
大
法
会
に
際
し
新
に
御

廟
と
し
て
金
剛
峯
寺
が
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

こ
れ
ら
の
門
、
瑞
垣
、
遥
拝
所
、
石
垣
等
の
環
境
整

備
を
も
実
施
中
で
あ
る
。
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み

ひと

万葉人は

黒潮よせる紀の国にあこガれていだという。

迂のない大和の国力ら歩いて四日。

歌人、山部赤人はこの輝く泡卿こ接し

狂喜しだ。

そして、感動をしづ力にあさえつつ、

達内差し潮どきの景観をこの歌1こ詠んだとい

っ。

万葉に数多くうだわれだ和歌山—私だちの

カ（プガえのないふるさとです。

紀陽銀行は、 この‘ふるさと”の中で、美しい

和歌山の調和ある繁栄を願い続けていま可。

そして、そのだめに合、な1こをしなければな

らないの力も真剣1こ考え続けています。

あつき合いを大切にする銀行

鴫
山

部

赤

人

わ
か
の
う
ら
に

し
お
み
ち
く
れ
ば

か
た
を
な
み

あ
し
べ
を
さ
し
て

た
ず
な
き
わ
た
る

ー
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